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  証券コード 6841 
  平成19年５月31日 

株 主 各 位  

 東京都武蔵野市中町二丁目９番32号

 横 河 電 機 株 式 会 社
 代表取締役社長 海 堀 周 造

第131回定時株主総会招集ご通知 

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 さて、当社第131回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご案内申し上げます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議
決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参
考書類」をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申
し上げます。 
［郵送による議決権行使の場合］ 

 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成
19年６月26日（火曜日）午後12時までに到着するようご返送ください。 

［インターネット等による議決権行使の場合］ 
 当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com/
またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき、
同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パ
スワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、平成19年６月
26日（火曜日）午後12時までに議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、90、91頁
の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認ください
ますようお願い申し上げます。 

［重複行使の取扱い］ 
 議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネットでも議
決権を行使された場合は、到着日時を問わずインターネットによる議
決権行使を有効なものとさせていただきます。また、インターネット
で議決権行使を複数回された場合は、 後の議決権行使を有効なもの
とさせていただきます。 

敬 具 
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記 

１．日  時  平成19年６月27日（水曜日）午前10時 
２．場  所  東京都武蔵野市中町二丁目９番32号 本社 大会議室 

(末尾の｢株主総会会場ご案内図｣をご参照ください。) 
３．会議の目的事項 

報告事項 １．第131期（自平成18年４月１日 至平成19年３月
31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並び
に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件 

２．第131期（自平成18年４月１日 至平成19年３月
31日）計算書類の内容報告の件 

決議事項 
第１号議案 剰余金の配当の件 
第２号議案 定款一部変更の件 
第３号議案 取締役10名選任の件 
第４号議案 会計監査人選任の件 
第５号議案 取締役報酬額改定の件 
第６号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策 

（買収防衛策）の導入の件 
以 上 

                                 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

議決権の代理行使につきましては、定款の定めにより、議決権を有する株主の方に委任

する場合に限られておりますので、ご了承ください。なお、代理人は１名に限らせてい

ただくとともに、代理権を証明する書面を当社にご提出いただきますようお願いいたし

ます。 

◎株主総会参考書類及び提供書面に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェ

ブサイト（http://www.yokogawa.co.jp/）に掲載させていただきます。 
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(提供書面) 
 

事 業 報 告 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

 

１．企業集団の現況 
(1) 当事業年度の事業の状況 

① 事業の経過及び成果 

 当社グループの主要事業である制御事業の市場は、エネルギー

需要の増大と原油高を背景に、海外市場で石油・石油化学・天然

ガスなどエネルギー関連プラントへの投資が活発に行われている

ことに加え、国内市場においても従来の生産設備のリプレースと

合わせて新規設備投資の動きが見られ、全体として好調に推移い

たしました。計測機器事業の主要分野である半導体テスタの市場

では、ＤＲＡＭを中心としたメモリ分野への投資は堅調に推移し

ましたが、フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）市場の冷え込

みの影響から、ＦＰＤドライバＩＣ向けテスタへの投資は低調に

推移いたしました。一方で、通信・測定器の市場では、光通信関

連、省エネルギーや代替エネルギー関連、デジタル家電やユビキ

タス関連を中心に市況の回復基調が鮮明になってまいりました。

また、新事業であるフォトニクスの市場では、次世代ネットワー

クの構築に向けて40Gbps基幹系光通信の市場が動き出し、アドバ

ンスト・ステージの市場でも、半導体製造や液晶パネル製造の関

連分野を中心に市況は堅調に推移いたしました。 

 このような状況の中、長期経営構想VISION-21＆ACTION-21の第

２のマイルストーンである平成22年度（2010年度）に向けた初年

度としての事業戦略の実行に注力し、既存顧客からのさらなる受

注増や新規顧客の開拓に向けて積極的な拡販戦略を展開し、受注、

売上の拡大に努めてまいりました。この結果、当期の連結売上高

は4,334億円（前期比445億円、11.5％増）、連結営業利益は292

億円（前期比39億円、15.6％増）となり、４期連続して 高益を

更新することができました。連結経常利益は296億円（前期比32

億円、12.2％増）となり、連結当期利益は125億円（前期比89億
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円、41.7％減）となりました。 

 

＜事業分野別概況＞ 

 事業分野別の概況は次のとおりです。 

 

制御事業 

 プラント向け制御システムを中心とする制御事業分野は、エネ

ルギー需要の増大と原油高を背景に、特に海外市場において、石

油・石油化学・天然ガスなどの大型プロジェクトへの投資が引き

続き活発に推移しております。このように好調な事業環境のもと、

当社の制御ビジネスに対する取り組み姿勢を示すマーケティング

キャンペーン“Vigilance”の展開や、顧客に密着した営業活動

の強化などが実を結び、市場における当社の認知度は大きく向上

してきております。加えて、継続的な開発投資に裏づけられた当

社製品の優位性と高い信頼性および高いプロジェクト遂行能力が

評価され、世界各地で多くの大型プロジェクトの受注を獲得して

まいりました。 

 急激な市場拡大が続く中東地域では、サウジアラムコ社と住友

化学株式会社が進める世界 大級の石油精製・石油化学統合プラ

ントであるラービグ・プロジェクト向けに、当社として過去 大

規模の制御システムを受注したのをはじめ、市場の拡大が期待で

きるロシアでは、石油化学・化学関係で 大の企業グループであ

るシブール・ホールディング社と、今後シブール・グループの

24ヶ所のプラントで導入される制御システムとして当社製品が優

先的に採用される「戦略的パートナーシップ協定」を締結いたし

ました。さらに、シェル社が今後2011年にかけて順次実施するメ

キシコ湾地域の石油・天然ガスの海上生産設備の更新プロジェク

ト向けに、計装制御システム、安全システム、火災・ガス検知シ

ステム等の当社製品を独占的に提供する契約を同社と締結するな

ど、グローバルな市場で、ビジネスは確実に伸長しております。 

 今後も世界各地で大型のプロジェクトが数多く計画されている

ことから、さらなる受注、売上の拡大に向けてグローバルにエン

ジニアリング体制の拡充を進めております。また、海外市場での

競争力をさらに高めるため、海外での開発体制をより充実させ、

ソフトウェア製品のラインアップ拡充を進めるなど、グローバル
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に体制強化を進めております。 

 国内市場においては、生産設備の更新や効率化を目的とした投

資に加えて、鉄鋼や紙パルプなどの素材産業における生産設備の

増強投資が本格的に動き出しており、プロジェクト一つひとつの

管理体制をさらに強化し、ビジネスの収益基盤の磐石化を図ると

ともに、積極的な受注活動を展開してまいりました。また、1980

年代から90年代にかけて建設されたプラントの更新が本格的に進

むことが予想されることから、お客様の視点に立ったコンサル

ティングを含む総合的なソリューション提案により、高付加価値

領域へビジネスを拡大し、さらなる受注の拡大を図ってまいりま

す。 

 

計測機器事業 

 半導体テスタビジネスにおいては、年度の後半からのＤＲＡＭ

への堅調な設備投資を背景にメモリテスタの受注が堅調に推移い

たしましたが、ＦＰＤドライバＩＣ向けテスタの市場が大幅に縮

小したことにより、テスタビジネス全体としては、前年同期と比

べて受注・売上が減少し､厳しい状況で推移いたしました。ＦＰ

ＤドライバＩＣ向けテスタについては、新製品の投入による新規

顧客の開拓により、シェアを回復しております。今後、デジタル

家電の需要増などによる設備投資の回復に向けて、積極的に受注

の拡大を図ってまいります。 

 通信・測定器ビジネスにおいては、次世代ネットワーク構築に

向けて、光ファイバーの敷設や保守サービスなどの市場に明らか

な回復の兆しが見えてきております。当社では市場好転の動きを

いち早く捉え、高性能光ファイバー試験器（ＯＴＤＲ）の新製品

を市場に投入いたしました。今後もターゲット市場に対する製品

開発のスピードを上げて、受注の拡大に積極的に取り組んでまい

ります。 

 

新事業その他 

 フォトニクスビジネスにおいては、今後の社会インフラを支え

る40Gbps光通信ネットワーク分野の飛躍的な拡大が見込まれます。

当社は、世界に先駆けて40Gbps光通信技術を確立し、これを核に

富士通株式会社と共同で、従来の８倍となる800kmを超える長距
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離伝送が可能な40Gbps光送受信モジュールの開発に成功いたしま

した。今後、世界の主要通信事業者に対して、実用レベルのソ

リューションを提供してまいります。 

 アドバンスト・ステージビジネスについては、半導体製造や液

晶パネル製造の市場向けに、超高精度位置決め技術をベースとす

る新製品を開発し、新規ビジネスとしてアプリケーションの拡充

が着実に進んでおります。 

 ライフサイエンスビジネスでは、生きた細胞の動きをリアルタ

イムに観察できる共焦点顕微鏡等に注力し、受注の拡大に努めて

まいりました。また、航空機向けビジネスについては、民間航空

機向けＦＰＤなど、民需ビジネスの拡大に努めました。 

 

② 設 備 投 資 の 状 況 

 当連結会計年度において、主として、新事業への投資に加え、

省力化、合理化、信頼性向上に向けた内製化への投資等を実施し、

当社グループの設備投資の総額は402億円となりました。この中

には、フォトニクスビジネスのための相模原事業所建設に係る投

資等を含んでおります。 

 

③ 資 金 調 達 の 状 況 

 当連結会計年度は、社債または新株発行による資金調達は行っ

ておりません。 

 当社および当社グループの運転資金の安定的かつ効率的な調達

を行うため、金融機関13行と借入極度額合計を200億円とする期

間４年間のコミットメントライン契約（平成17年３月28日付）を

締結しております。また、金融機関３行と借入極度額合計を200

億円とする期間５年間のコミットメントライン契約（平成18年12

月20日付）を締結いたしました。 
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 

① 企業集団の財産及び損益の状況 

 （単位：百万円）

区 分 
平成15年度
第128期 

平成16年度
第129期 

平成17年度
第130期 

平成18年度 
第131期(当期) 

受 注 高 390,465 375,522 400,507 456,549 

売 上 高 371,943 387,053 388,877 433,405 

経 常 利 益 15,339 22,401 26,402 29,616 

当 期 純 利 益 24,300 9,372 21,559 12,563 

１株当たり当期純利益 99円84銭 38円43銭 87円45銭 47円79銭 

総 資 産 397,415 400,268 417,805 438,683 

純 資 産 160,346 168,751 224,566 238,902 

 （注）第131期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 

② 当社の財産及び損益の状況 

 （単位：百万円）

区 分 
平成15年度
第128期 

平成16年度
第129期 

平成17年度
第130期 

平成18年度 
第131期(当期) 

受 注 高 234,994 235,407 231,397 247,025 

売 上 高 220,273 249,778 235,581 239,399 

経 常 利 益 8,576 15,896 20,997 14,946 

当 期 純 利 益 682 10,515 13,804 5,039 

１株当たり当期純利益 ２円80銭 43円23銭 55円99銭 19円17銭 

総 資 産 318,402 328,203 333,095 341,754 

純 資 産 153,125 162,744 209,317 208,169 

 （注）１．第128期より旧「商法施行規則の一部を改正する省令」（平成15年９月22日法務省令第

68号）による改正後の旧商法施行規則に基づいて計算書類を作成しており、従来の「当

期利益」、「１株当たり当期利益」は「当期純利益」、「１株当たり当期純利益」と表



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(8) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_01_os2横河電機様_招集_株主各位_P.doc 

8

示しております。 

２．第128期より「純資産」の区分を表示しております。 

３．第129期より「経常利益」の区分を表示しております。 

４．第131期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 

(3) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親 会 社 と の 関 係 

 該当事項はありません。 

 

② 重要な子会社の状況 

会 社 名 資 本 金 
当 社 の
出資比率

主な事業内容 

横河マニュファクチャリング株式会社 5,010百万円 100.0％
計測・制御情報機器
の製造 

Ｙｏｋｏｇａｗａ 
Ｅｕｒｏｐｅ Ｂ．Ｖ．

17,725千ユーロ 100.0 
計測・制御情報機器の製造､ 
販売、エンジニアリング 

Ｙｏｋｏｇａｗａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ

1千米ドル 100.0 
計測・制御情報機器の製造､ 
販売、エンジニアリング 

Ｙｏｋｏｇａｗａ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ 
Ａｓｉａ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．

29,000千 
シンガポールドル

100.0 
計測・制御情報機器の 
販売、エンジニアリング 

横河フィールドエンジニア
リングサービス株式会社

300百万円 100.0 
計測・制御情報機器
の保守サービス 

横河電機（蘇州）有限公司 4,000百万円 100.0 
計測・制御情報機器
の製造 

横河電機（中国）商貿有限公司 13,000千米ドル 100.0 
計測・制御情報機器の 
販売、エンジニアリング 

Ｙｏｋｏｇａｗａ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ 
Ａｓｉａ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．

31,020千 
シンガポールドル

100.0 制御情報機器の製造 

横 河 商 事 株 式 会 社 90百万円 50.0 
計測・制御情報機器および電算機
等の販売、保険代理業 

横河電子機器株式会社 300百万円 78.7 
防衛電子機器・食器
洗浄機の製造、販売 
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(4) 対 処 す べ き 課 題 

 当社グループは、「健全で利益ある経営」の実現を目標とする長

期経営構想VISION-21＆ACTION-21を平成12年に発表し、「事業構造

の革新」と「グループ経営の革新」に取り組んでまいりました。こ

の長期経営構想で示したビジョンに基づき、平成22年度（2010年

度）を第２のマイルストーンとして具体的な定量目標を設定し、新

たな取り組みをスタートしております。この目標達成のためのキー

ワードは、One Global YOKOGAWAです。世界中のどのお客様から見

ても一つになっているYOKOGAWAが、真に連結された経営で経営効率

を飛躍的に向上させ、 高の技術（Leading Edge Technology）を

もって、お客様の視点で課題解決（Customer Centric Solutions）

することで、「健全で利益ある経営」を実現してまいります。 

 そして、お客様の経営効率の革新に貢献するために、ソリュー

ション提案力をさらに強化してまいります。お客様の課題を発掘し、

その課題への解決策を提供し、お客様の付加価値を創造するという

ビジネスモデルを確立し、真のサービスカンパニーになることによ

り、収益性を向上させてまいります。 

 

＜事業分野別の課題＞ 

 事業分野別の対処すべき課題は次のとおりです。 

 

制御事業 

 制御事業分野では、平成22年度（2010年度）にグローバルNo.１

企業になることを目標に、積極的な事業展開を図ってまいります。

このために製品開発に注力し、主力製品である制御システム及び主

要センサの競争力をさらに強化して、トップシェアを実現してまい

ります。具体的には、シンガポールに続き、インド、中国での開発

体制を強化いたします。また、お客様の課題を解決するソリュー

ションやサービスをグローバルに提供していく仕組み作りに取り組

んでまいります。 

 特に海外市場においては、当社のビジネスに対する取り組み姿勢

を示すマーケティングキャンペーン“Vigilance”の効果により、

当社の認知度・信頼度が大きく向上しております。お客様にとって

の理想工場である“Vigilant Plant”を実現する３つのソリュー

ション、すなわち、Safety Excellence（安全の確保）、Asset 



 

－  － 
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Excellence（資産の 大活用）、Production Excellence（生産の

改革）に基づく製品ラインアップの拡充を図ってまいります。 

 成長著しい中東市場や、中国市場を始めとするBRICs市場では、

今後も積極的な設備投資が見込まれることから、海外の優秀な人財

を活用してエンジニアリング体制の強化を進め、さらなる受注と売

上の拡大に取り組んでまいります。また、プロジェクト一つひとつ

の利益管理体制を強化し、ビジネスの収益性向上を図ってまいりま

す。 

 

計測機器事業 

 半導体テスタビジネスについては、自動化技術や 適化技術をは

じめとする当社グループの総合力を活用し、半導体の設計環境から

サービスに至るまでのテストプロセス全体に対するソリューション

提案力を強化し、ビジネスの拡大に取り組んでまいります。主力の

メモリテスタでは、製品競争力を高めるための開発、コスト競争力

を高めるためのコストダウン、販売・エンジニアリング・サービス

体制の充実に注力し、新市場開拓を進めてまいります。ＦＰＤドラ

イバＩＣ向けテスタでは、新技術の開発と顧客に密着したアプリ

ケーションサポート体制を強化してシェアの拡大を図ってまいりま

す。ＳＯＣテスタでは、新製品の開発スピードを加速し、ビジネス

を海外にも拡大してまいります。 

 通信・測定器ビジネスについては、ターゲットとする市場を、自

動車の電動化や代替エネルギーの開発により活況を呈しているメカ

トロニクス・エネルギー市場、デジタル家電の多機能化と高付加価

値化に伴って拡大しているエレクトロニクス・半導体市場、次世代

光通信ネットワークの本格構築に伴って拡大している通信・ネット

ワーク市場と定め、当社のデバイス技術を活用した競争力のある製

品を開発・投入してまいります。また、製品開発における共通プ

ラットフォーム化を推進することで、開発コストの削減とタイム

リーな新製品開発を実現する仕組みを構築してまいります。さらに、

海外市場を中心に販売・サービス網を充実させることで、差別化さ

れたコスト競争力のある製品をグローバルに提供し、ビジネスの拡

大に取り組んでまいります。 

 



 

－  － 
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新事業その他 

 フォトニクスビジネスでは、次世代光通信モジュールや光通信用

サブシステムの事業化による基幹系光通信市場でのビジネスの拡大、

及び次世代コンピュータへの応用など急激な需要拡大が見込まれる

光パケットネットワークビジネスの拡大に積極的に取り組んでまい

ります。新たに建設した相模原事業所を中核拠点として、量産体制

の構築を着実に進めてまいります。 

 アドバンスト・ステージビジネスでは、超高精度位置決め技術、

高機能・高性能コントローラ技術、ＦＰＤ品質を判断するアルゴリ

ズムなどをコア技術として、そこにさらなる開発投資を集中し、世

界No.１の技術水準を維持することで、液晶パネル製造市場、半導

体製造市場でのシェア拡大に取り組んでまいります。 

 ライフサイエンスビジネスでは、 先端の計測技術により、生き

た細胞の動きをリアルタイムに観察できる共焦点顕微鏡ビジネスと

創薬支援ビジネス等にリソースを投入し、積極的に市場を開拓して

ビジネスの立ち上げを図ってまいります。 

 また、航空機向けビジネスでは、エアバス社向けなどの民需への

対応を積極的に推進し、ビジネスの拡大を図ってまいります。 

 

＜コーポレートガバナンスの充実に向けた課題＞ 

 当社は、健全で持続的な成長を確保し、株主をはじめとするス

テークホルダーからの社会的信頼に応えていくことが企業経営の基

本的使命であると位置づけております。当社グループが「健全で利

益ある経営」を実現するための重要施策として、コーポレートガバ

ナンスの充実に取り組んでまいります。 

 株主から委託された経営を実現する取締役会においては、当社グ

ループの事業に精通した取締役と独立性の高い社外取締役による審

議を通して、意思決定の迅速性と透明性を図ってまいります。また、

社外監査役が監査役会の過半数を占める監査役による監査を通して、

取締役の業務の適法性等を厳正に監視し、経営に対する監査機能の

充実を図ってまいります。 

 また、日常の業務執行活動が、経営方針・経営計画及び法令等に

沿って適正かつ効率的に実施されることを確保するために、内部統

制システムの構築・運用を展開してまいります。具体的には、企業

倫理に関する規程を整備し、代表取締役社長が企業倫理の精神を繰



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(12) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_01_os2横河電機様_招集_株主各位_P.doc 

12

り返し伝えるとともに、コンプライアンス推進部署の活動を通して、

コンプライアンスに関する企業姿勢の徹底・浸透を図ってまいりま

す。また、「品質」「環境」「輸出管理」などのカテゴリーごとに

責任部署を定め、グループとしてのリスク統制活動を展開してまい

ります。さらに、内部統制システムが有効に機能しているかについ

て、監査部署が客観的な立場で実施する内部監査を通して点検して

まいります。 

 

(5) 主 要 な 事 業 内 容（平成19年３月31日現在） 

生産統合管理システム、分散形制御システム、流量計、差圧・圧力伝送器、

プロセス分析計、プログラマブルコントローラ、半導体テストシステム、光

関連測定器、波形測定器、信号発生器、電力・温度・圧力測定器、光通信関

連機器、ＸＹステージ、共焦点顕微鏡システム、脳磁計、航空機用液晶表示

器、航海関連機器、気象・水文計測器 等 

 

(6) 主要な営業所及び工場（平成19年３月31日現在） 
① 当 社 

本 社：東京都武蔵野市 

事業所：甲府事業所（山梨県甲府市） 

金沢事業所（石川県金沢市） 

相模原事業所（神奈川県相模原市） 

営業所：本社営業（東京都武蔵野市） 

関西支社（大阪府吹田市） 

中部支店（愛知県名古屋市） 

中国支店（広島県広島市） 

九州支店（福岡県福岡市） 

工 場：本社工場（東京都武蔵野市） 



 

－  － 
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② 子会社 

営業所：Yokogawa Europe B.V.（オランダ） 

Yokogawa Corporation of America（米国） 

Yokogawa Engineering Asia Pte.Ltd.(シンガポール) 

工 場：横河マニュファクチャリング株式会社 

小峰工場（東京都あきる野市） 

青梅工場（東京都青梅市） 

甲府工場（山梨県甲府市） 

金沢工場（石川県金沢市） 

相模原工場（神奈川県相模原市） 

横河電機（蘇州）有限公司（中国） 

Yokogawa Electric Asia Pte.Ltd.（シンガポール） 

 

(7) 使 用 人 の 状 況（平成19年３月31日現在） 
当期末使用人数 19,286人（対前連結会計年度末比 1,428人増） 

 （注）使用人数は就業人員を記載しております。 

 

(8) 主要な借入先の状況（平成19年３月31日現在） 

借 入 先 借 入 額 

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 6,585百万円 

株式会社みずほコーポレート銀行 5,750 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4,726 

 （注）１．当社は、株式会社みずほコーポレート銀行を幹事とする14行の協調融資によるシンジ

ケートローン契約を締結し、総額100億円を借り入れております。 

２．当社は、当社および当社グループの運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、株

式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とする金融機関13行と借入極度額合計を200億

円とする期間４年間のコミットメントライン契約（平成17年３月28日付）を締結してお

ります。また、株式会社みずほコーポレート銀行を幹事とする金融機関３行と借入極度

額合計を200億円とする期間５年間のコミットメントライン契約（平成18年12月20日

付）を締結しております。なお、期末日現在の借入金残高は、いずれもありません。 

 

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項 
 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(14) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_01_os2横河電機様_招集_株主各位_P.doc 

14

２．会 社 の 現 況 
(1) 株 式 の 状 況（平成19年３月31日現在） 

① 発行可能株式総数 483,735千株 

② 発行済株式の総数 268,624千株 

③ 株 主 数 27,418名 

④ 大 株 主 

当 社 へ の 出 資 状 況 
株 主 名 

持 株 数 出 資 比 率 

 千株 ％ 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 27,463 10.2 

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 22,697 8.4 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 17,583 6.5 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 13,284 4.9 

みずほ信託退職給付信託 みずほコーポレート
銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託 

6,643 2.5 

オーエム04 エスエスビークライアント オムニバス 6,433 2.4 

東京海上日動火災保険株式会社 4,694 1.7 

みずほ信託退職給付信託 みずほ銀行口 
再信託受託者 資産管理サービス信託 

4,617 1.7 

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 
信託銀行株式会社（信託口４） 

4,482 1.7 

ジェーピー モルガン チェースバンク 380084 3,323 1.2 

 （注）当社は自己株式5,733千株保有しておりますが、議決権がないため、上記の大株主及び当社

への出資状況より除外しております。 

 



 

－  － 
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(2) 会 社 役 員 の 状 況 

① 取締役及び監査役の状況（平成19年３月31日現在） 

地 位 氏 名 担当又は他の法人等の代表状況等 

代表取締役社長 内 田  勲  

取 締 役 永 島  晃 専務執行役員 技術開発本部長 

取 締 役 八 木 和 則 専務執行役員 経営管理本部長 

取 締 役 木 村 和 彦 専務執行役員 ソリューション事業部長 

取 締 役 三奈木 輝 良 
専務執行役員 海外事業部長、 
Yokogawa Electric International Pte.Ltd. Managing Director 

取 締 役 藤 井  隆 常務執行役員 ＡＴＥ事業部長 

取 締 役 海 堀 周 造 常務執行役員 ＩＡ事業部長 

取 締 役 山 本 順 二 
常務執行役員 
コーポレート・マーケティング本部長 

取 締 役 成 松  洋 
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン 
株式会社 代表取締役社長 

取 締 役 内 藤 正 久 財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長 

常 勤 監 査 役 溝 口 文 雄  

常 勤 監 査 役 内 海 岱 基  

監 査 役 櫻 井 孝 頴 第一生命保険相互会社 相談役 

監 査 役 橋 本  徹 ドイツ証券株式会社 取締役会長 

監 査 役 引 馬  滋 有限責任中間法人 ＣＲＤ協会 代表理事 

 （注）１．取締役 内藤正久氏は、社外取締役であります。 

２．監査役 櫻井孝頴氏、橋本 徹氏および引馬 滋氏は、社外監査役であります。 

３．内田 勲氏は、平成19年４月１日付で代表取締役会長に就任いたしました。 

４．海堀周造氏は、平成19年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。 

 



 

－  － 
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② 事業年度中に退任した取締役及び監査役 

 前回の第130回定時株主総会（平成18年６月23日開催）の終結

の日の翌日以降に在任していた役員で当事業年度中に退任した者

は以下のとおりです。 

退任時の会社における地位 氏 名 退任時の担当及び他の法人等の代表状況等 退 任 日 

取 締 役 永 島  晃 専務執行役員 技術開発本部長 
平成19年
３月31日 

 （注）取締役 永島 晃氏は、辞任による退任であります。 

 

③ 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額 

取締役 10名  支給額 540百万円 

監査役 ５名  支給額 104百万円 

（うち社外役員 ４名 支給額 43百万円） 
 （注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

２．取締役の報酬限度額は、平成16年６月25日開催の第128回定時株主総会において年額750

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。 

３．監査役の報酬限度額は、平成16年６月25日開催の第128回定時株主総会において年額150

百万円以内と決議いただいております。 

 

④ 社外役員に関する事項 

イ．他の会社との兼任状況（他の会社の業務執行者である場合）

および当社と当該他の会社との関係 

 該当事項ありません。 

ロ．他の会社の社外役員の兼任状況 

・取締役 内藤正久氏は、米国デュポン社、日本工営株式会社

及びエスペック株式会社の社外取締役であります。 

・監査役 櫻井孝頴氏は、株式会社帝国ホテル及び株式会社セ

ブン銀行の社外取締役、東京急行電鉄株式会社及びアサヒ

ビール株式会社の社外監査役であります。 

・監査役 橋本 徹氏は、株式会社エフエム東京及び西松建設

株式会社の社外監査役であります。 



 

－  － 
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ハ．当事業年度における主な活動状況 

氏 名 地 位 主 な 活 動 状 況 

内 藤 正 久 社 外 取 締 役 

当期開催の取締役会13回のうち11回に出席
し、必要に応じ、主にグローバル企業にお
ける社外取締役などの豊富な経験に基づく
高い見識から発言を行っております。 

櫻 井 孝 頴 社 外 監 査 役 

当期開催の取締役会13回のうち10回に、ま
た、監査役会14回のうち12回に出席し、必
要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点と
経済界における幅広い活動に基づく高い見
識から発言を行っております。 

橋 本  徹 社 外 監 査 役 

当期開催の取締役会13回のうち８回に、ま
た、監査役会14回のうち９回に出席し、必
要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点と
国際経験に基づく高い見識から発言を行っ
ております。 

引 馬  滋 社 外 監 査 役 

当期開催の取締役会13回のうち13回に、ま
た、監査役会14回のうち14回に出席し、必
要に応じ、主に企業財務に関する深い知識
と洞察力及び豊富な経験に基づく高い見識
から発言を行っております。 

ニ．責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任

の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに1,500万円または

法令が定める額のいずれか高い額としております。 

 



 

－  － 
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(3) 会計監査人の状況 

① 名       称  みすず監査法人 

優成監査法人 
 （注）当社の会計監査人でありました中央青山監査法人（平成18年９月１日付で、「みすず監査法

人」に法人名を変更）は、平成18年５月10日付で金融庁により平成18年７月１日から平成18

年８月31日までの２ヶ月間、業務停止処分を受けたため、会社法第337条第３項第１号の規

定に基づき平成18年７月１日をもって当社の会計監査人としての資格を喪失し、退任いたし

ました。 

これに伴い、会計監査人が不在になることを回避し、監査業務が間断なく実施されることを

維持するため、当社監査役会は優成監査法人を平成18年７月３日付で一時会計監査人として

選任いたしました。更に、監査業務の万全を期し監査の継続性を確保するため、平成18年９

月８日付でみすず監査法人を一時会計監査人として追加選任いたしました。 

 

② 報 酬 等 の 額 

支 払 額 
 

みすず監査法人 優成監査法人 合 計 

当事業年度に係る会計監査人の
報酬等の額 

116,300千円 10,000千円 126,300千円 

当社及び子会社が会計監査人に
支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 

120,245 10,000 130,245 

 （注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と証券取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度

に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

③ 非監査業務の内容 

 当社は、みすず監査法人に対し、財務報告に係る内部統制に関

するアドバイザリー・サービス業務を委託しております。 

 

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の

解任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行するこ

とが困難と認められる場合には、監査役会の同意又は請求により、

会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案いた

します。 



 

－  － 
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⑤ 連結子会社の監査 

 Yokogawa Europe B.V.、Yokogawa Electric Asia Pte.Ltd.、

Yokogawa Engineering Asia Pte.Ltd.、横河電機（蘇州）有限公

司、横河電機（中国）商貿有限公司は、当社の会計監査人以外の

監査法人（外国における当該資格に相当する資格を有するもの）

の監査を受けております。 

 

⑥ 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の内容 

 金融庁が平成18年５月10日付で公表した懲戒処分の内容の概況 

(1) 処分対象 

中央青山監査法人（平成18年９月１日付けで、みすず監査法

人に名称変更） 

(所在地：東京都千代田区霞ヶ関三丁目２番５号 霞ヶ関ビル) 

(2) 処分内容 

業務の一部停止２ヶ月（平成18年７月１日から平成18年８月

31日まで） 

［停止する業務］ 

証券取引法監査及び会社法（旧商法特例法）監査（法令に基

づき、会社法（旧商法特例法）に準じて実施される監査を含

む。）。但し、一定の監査業務を除外するものとする。 

(3) 処分理由 

カネボウ株式会社の平成11年３月期から平成15年３月期まで

の各有価証券報告書の財務書類に関して、それぞれ虚偽の記

載があったにもかかわらず、同監査法人の関与社員は故意に

虚偽のないものとして証明した。 

 



 

－  － 
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(4) 取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制 

 当社は､会社法第362条第４項第６号､会社法施行規則第100条第１

項及び同第３項に基づき､以下の概要を取締役会にて決議しました。 

 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

 企業倫理に関する規程を整備し、代表取締役社長がその精神を

繰り返し伝えるとともに、コンプライアンス推進部署が中心と

なって教育・研修等を通して、コンプライアンスに関する企業姿

勢を浸透しています。また、内部通報制度を設置しています。 

 コンプライアンスの徹底状況について、監査部署が内部監査を

実施し、その状況を取締役会及び監査役会に報告しています。 

 取締役の職務執行に関する規程を整備し、社外取締役を含む各

取締役は取締役会を構成する取締役として、業務執行に関する監

督責任を負う体制を整備しています。取締役の職務執行に対して、

社外監査役を含む監査役が監査役監査を実施する体制を整備して

います。 

 

② 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するた

めの体制 

 意思決定に関する規程を整備し、取締役会における審議の充実

と、取締役会以外への権限委譲を行っています。 

 取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を

はかるとともに、目標達成に向けて各組織に対して権限配分を

行っています。取締役会は、達成状況の報告を受け、効率化を阻

害する要因を排除・低減するなどの活動を求め、目標達成に向け

て全社としての効率性を追求する仕組みを展開しています。また、

経営情報のタイムリーな把握と情報共有のための経営情報システ

ムの整備・向上に努めています。 

 



 

－  － 
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③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 情報の保存・管理に関する規程を整備し、保存すべき情報の明

示、情報の取り扱い、保存の方法と媒体、保存の期間、管理責任

者を定めて対応しています。 

 

④ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

 企業倫理に関する規程を整備し、代表取締役社長がその精神を

繰り返し伝えるとともに、コンプライアンス推進部署が中心と

なって教育・研修等を通して、コンプライアンスに関する企業姿

勢を浸透しています。また、内部通報制度を設置しています。 

 コンプライアンスの徹底状況について、監査部署が内部監査を

実施し、その状況を取締役会及び監査役会に報告しています。 

 

⑤ 損失の危機の管理に関する規程、その他の体制 

 グループとしてマネジメントすべき規程を整備し、「品質」

「環境」「輸出管理」などのカテゴリーごとの責任部署を定め、

グループ全体の対応を支援するとともに、重要なリスク情報につ

いては、取締役会に報告する体制としています。 

 グループ全体のリスク管理の対応状況に対して、監査部署が内

部監査を実施し、その状況を取締役会及び監査役会に報告してい

ます。 

 有事の際の情報伝達と緊急体制に関する規程を整備し、コン

ティンジェンシープランの策定等のクライシスマネジメントに関

する対応を定めています。 

 

⑥ 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団におけ

る適正業務を確保するための体制 

 グループ共通の企業倫理に関する規程を整備し、コンプライア

ンス推進部署が中心となって教育・研修等を通して、コンプライ

アンスに関する企業姿勢を浸透しています。また、グループとし

ての内部通報制度を設置しています。 

 グループとしてマネジメントすべき規程を整備し、「品質」

「環境」「輸出管理」などのカテゴリーごとの責任部署を定め、

グループ全体の対応を支援し、ステークホルダーからの期待に応



 

－  － 
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えるための活動を展開しています。 

 グループ共通の内部監査に関する規程を整備し、監査部署が内

部監査を実施し、その状況を取締役会及び監査役会に報告してい

ます。 

 監査役は、グループ会社における重要事項の決定について、直

接あるいは当該グループ会社の監査役から情報を入手し、確認す

ることができることとしています。 

 

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の

監査役への報告体制 

 取締役及び使用人は以下に定める事項を監査役に報告すること

としています。 

(a) 法令・定款違反に関する事項 

(b) 内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項 

(c) 会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項 

(d) 意思決定に関する重要な事項 

(e) 経営状況に関する重要な事項 

(f) 内部通報制度による通報状況に関する事項 

(g) その他、コンプライアンスに関する重要な事項 

 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 代表取締役社長、監査部署、会計監査人との定期的な意見交換

の場を設定しています。 

 取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施できる機会と環

境を提供しています。 

 必要に応じて、外部の専門家を任用することができることとし

ています。 

 

⑨ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合

における当該使用人に対する体制 

 監査役室を設置し、専任者を含む人員を置いています。 

 



 

－  － 
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⑩ 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役室の人員に関する人事異動は、監査役会に事前に了解を

求めます。 

 監査役室の人員に関する人事評価は、監査役会が指名する監査

役が行うこととしています。 

 

(5) 会社の支配に関する基本方針 

 当社は、下記事項に関する議案を本年６月に開催予定の当社定時

株主総会にて付議し、当該株主総会にて当該議案の承認可決を条件

として、下記事項は効力を発生するものと考えております。 

 

記 

 当社は、企業理念に「YOKOGAWAは計測と制御と情報をテーマによ

り豊かな人間社会の実現に貢献する YOKOGAWA人はよき市民であり

勇気をもった開拓者であれ」を掲げ、産業社会へのさらなる貢献を

めざしてまいりました。この理念のもとに、中長期的な視点から企

業活動を健全に継続し、企業価値を 大化することが企業としての

使命であると考え、長期経営構想VISION-21＆ACTION-21を掲げて、

「健全で利益ある経営」の実現を目指しております。この経営構想

に基づき、制御事業、計測機器事業、新事業などのポートフォリオ

をバランスよく持つことで、事業リスクを勘案しながら成長戦略を

推進し、企業価値の向上に向けた中長期的な取り組みを展開してお

ります。 

 当社は、公開会社である株式会社の支配権の移転を伴う提案につ

いての判断は、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきも

のと考えております。また、公開会社として当社株式の自由な売買

が認められている以上、特定の者の大規模な買付け行為に応じて当

社株式を売却するか否かは、 終的には株主の判断に委ねられるべ

きものと考えております。しかしながら、企業買収の中には、対象

会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。 

 当社が今後も持続的に企業価値を維持・向上させていくためには、

当社の経営資源や人的資源、顧客との信頼関係、事業の将来性や潜

在的価値など、当社の企業価値を構成する様々な要因とその有機的

な結合によってもたらされる総合的な価値を理解し、これらを活か

していくことが必要です。従って、当社は、当社の財務及び事業の



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(24) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_01_os2横河電機様_招集_株主各位_P.doc 

24

方針の決定を支配する者は、当社が今後も持続的に企業価値を維

持・向上させていくことを可能とする者である必要があると考えて

います。一方、外部者から買収の提案を受けた場合には、当社の企

業価値を構成する様々な要因を株主の皆様に適切に把握いただいた

うえで、当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

与える影響等を判断していただく必要があります。 

 こうした事情に鑑み、当社は、当社株式の大量取得行為が発生し

た場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断でき

ると同時に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために

必要な情報と時間を確保することで、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益に反する行為を抑止するための枠組みが必要で

あると考えます。 

 



 

－  － 
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貸 借 対 照 表 
 

（平成19年３月31日現在） （単位：百万円） 

 科   目 金 額 科   目 金 額 

資 産 の 部 負 債 の 部  

流 動 負 債  

支 払 手 形 745 

買 掛 金 28,218 

短 期 借 入 金 3,544 

一年内に返済予定の長期借入金 10,219 

一年内に償還予定の社債 20,000 

未 払 金 16,731 

未 払 費 用 9,803 

未 払 法 人 税 等 224 

前 受 金 854 

預 り 金 427 

賞 与 引 当 金 9,204 

そ の 他 50 

流 動 負 債 合 計 100,022 

固 定 負 債  

長 期 借 入 金 20,449 

長 期 未 払 金 12,126 

そ の 他 985 

固 定 負 債 合 計 33,561 

負 債 合 計 133,584 

純 資 産 の 部  

株 主 資 本  

資 本 金 43,401 

資 本 剰 余 金 50,162 

資 本 準 備 金 46,350 

そ の 他 資 本 剰 余 金 3,811 

利 益 剰 余 金 107,268 

利 益 準 備 金 5,372 

そ の 他 利 益 剰 余 金 101,896 

退 職 積 立 金 1,255 

配 当 準 備 積 立 金 1,235 

特 別 償 却 準 備 金 6 

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 1,631 

別 途 積 立 金 11,783 

繰 越 利 益 剰 余 金 85,985 

自 己 株 式 △ 4,384 

株 主 資 本 合 計 196,447 

評 価 ・ 換 算 差 額 等  

その他有価証券評価差額金 11,712 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 9 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 11,721 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
売 掛 金 
有 価 証 券 
製 品 
半 製 品 
原 材 料 
仕 掛 品 
貯 蔵 品 
前 渡 金 
前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
短 期 貸 付 金 
未 収 入 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

流 動 資 産 合 計 
固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 

建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工 具 器 具 及 び 備 品 
土 地 
建 設 仮 勘 定 

有 形 固 定 資 産 合 計 
無 形 固 定 資 産 

営 業 権 
特 許 権 
借 地 権 
ソ フ ト ウ ェ ア 
そ の 他 

無 形 固 定 資 産 合 計 
投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
出 資 金 
関 係 会 社 出 資 金 
従 業 員 長 期 貸 付 金 
関係会社長期貸付金 
長 期 前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
差 入 敷 金 保 証 金 
長 期 金 融 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 
投 資 損 失 引 当 金 

投資その他の資産合計 
固 定 資 産 合 計 

22,036
2,934
77,553

250
4,268
3,815

11
7,574

154
865
574

8,002
30,430
5,469

469
△ 7,318

157,093

33,887
1,725
9,580

5
6,931
12,206

582
64,919

53
91
652

8,636
2,704
12,138

45,126
30,106

494
12,513

16
2,023

495
10,003
1,170
6,637

757
△  233
△ 1,509

107,602
184,660 純 資 産 合 計 208,169 

資 産 合 計 341,754 負 債 純 資 産 合 計 341,754 



 

－  － 
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損 益 計 算 書 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

    （単位：百万円） 
 科 目 金 額 
売 上 高  

製 品 売 上 高 239,399 
売 上 原 価  

期 首 製 品 た な 卸 高 3,189  
当 期 製 品 製 造 原 価 165,038  
他 勘 定 か ら 振 替 高 1,004  
合 計 169,231  
他 勘 定 へ 振 替 高 1,844  
期 末 製 品 た な 卸 高 4,268 163,119 
売 上 総 利 益 76,280 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 65,674 
営 業 利 益 10,605 

営 業 外 収 益  
受 取 利 息 189  
有 価 証 券 利 息 4  
受 取 配 当 金 6,704  
諸 施 設 賃 貸 料 1,484  
雑 益 622 9,005 

営 業 外 費 用  
支 払 利 息 310  
社 債 利 息 159  
寄 付 金 259  
た な 卸 資 産 処 分 損 914  
た な 卸 資 産 評 価 損 331  
諸 施 設 賃 貸 費 用 1,174  
外 国 源 泉 税 386  
雑 損 1,128 4,664 
経 常 利 益 14,946 

特 別 利 益  
固 定 資 産 売 却 益 17  
投 資 有 価 証 券 売 却 益 52  
そ の 他 15 85 

特 別 損 失  
固 定 資 産 除 却 損 661  
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,603  
関 係 会 社 事 業 再 編 損 失 740  
生 産 移 管 に 伴 う 品 質 対 策 費 用 37  
投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 1,509  
そ の 他 35 4,588 

税 引 前 当 期 純 利 益 10,443 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 55  
法 人 税 等 調 整 額 5,348 5,403 
当 期 純 利 益 5,039 



 

－  － 
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株主資本等変動計算書 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（単位：百万円） 

 株 主 資 本 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金  
資本金 資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資本剰
余 金 
合 計 

利 益 
準備金 退 職

積立金
配当準備
積 立 金

特別償却
準 備 金

固定資
産圧縮
積立金

別途積
立 金

繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

自己
株式 

株主資本 
合 計 

平成18年３月31日 残高 43,401 46,350 3,810 50,161 5,372 1,255 1,235 41 1,781 11,783 84,046 105,515 △4,361 194,715 

事業年度中の変動額     

特別償却準備
金の取崩(注)

－  △24 24 －  － 

特別償却準備金の取崩 －  △10 10 －  － 

固定資産圧縮積
立金の取崩(注)

－  △  71 71 －  － 

固定資産圧縮
積立金の取崩

－  △  78 78 －  － 

剰余金の配当(注) －  △ 1,314 △ 1,314  △ 1,314 

剰余金の配当 －  △ 1,971 △ 1,971  △ 1,971 

当 期 純 利 益 －  5,039 5,039  5,039 

自己株式の取得 －  － △  24 △   24 

自己株式の処分 0 0  － 1 2 

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

    

事業年度中の変動額合計 － － 0 0 － － － △34 △ 150 － 1,938 1,754 △  22 1,732 

平成19年3月31日 残高 43,401 46,350 3,811 50,162 5,372 1,255 1,235 6 1,631 11,783 85,985 107,268 △4,384 196,447 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
 その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ損益 

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高 14,601 － 14,601 209,317

事 業 年 度 中 の 変 動 額   

特別償却準備
金の取崩(注)

  － －

特別償却準備金の取崩   － －

固定資産圧縮積
立金の取崩(注)

  － －

固定資産圧縮
積立金の取崩

  － －

剰余金の配当(注)   － △ 1,314

剰余金の配当   － △ 1,971

当 期 純 利 益   － 5,039

自己株式の取得   － △   24

自己株式の処分   － 2

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△ 2,888 9 △ 2,879 △ 2,879

事業年度中の変動額合計 △ 2,888 9 △ 2,879 △ 1,147

平成19年3月31日 残高 11,712 9 11,721 208,169

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 



 

－  － 
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個別注記表 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有 価 証 券 

① 満期保有目的債券 

 償却原価法（定額法）によっています。 

② 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっています。 

③ その他有価証券 

時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定しています。） 

時価のないもの：移動平均法による原価法によっています。 

(2) デリバティブ 

 時価法によっています。 

(3) た な 卸 資 産 

① 半製品、原材料：総平均法による原価法によっています。 

② 製品、仕掛品：個別法による原価法によっています。 

③ 貯 蔵 品： 終仕入原価法による原価法によっています。 

 但し、一部について、新製品開発、機種改良により、旧型化したもの等につき

時価を基準として評価替えを行っています。 

 なお、これらの評価減額は、売上原価及び営業外費用に計上しています。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産：定率法によっています。 

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用しています。 

なお、主な耐用年数は以下の通りです。 

建物：３年～50年  機械及び装置：４年～７年 

(2) 無形固定資産：定額法によっています。 

但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年間）に基づく定額法を採用しています。 

(3) 長期前払費用：均等償却によっています。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸 倒 引 当 金 

 売掛債権その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(29) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_02_os2横河電機様_招集_貸借対照表_P.doc 

29

(2) 賞 与 引 当 金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、翌期支給見込額の当期負担分を計上していま

す。 

(3) 投資損失引当金 

 関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して関係

会社株式等について必要額を計上しております。 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。 

５．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

６．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっています。なお、為替予約及び通貨スワップについては振

当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理を採用しています。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建の貸付金及び予定取引の為替変動リスクをヘッジするために為替予約又は

通貨スワップを、借入金等の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利

用しています。 

(3) ヘ ッ ジ 方 針 

 主に為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利

用することを基本方針としています。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とを比較し、両者の変動額を基礎にして判断しています。 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。 

８．会計方針の変更 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用して

います。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は208,160百万円です。 



 

－  － 
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９．追 加 情 報 

（投資損失引当金について） 

 当事業年度より、関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態

を勘案して投資損失引当金を計上しております。当事業年度に発生した投資損失引当

金繰入額1,509百万円は「特別損失」に計上しております。 

 

Ⅱ．貸借対照表に関する注記 

１．関係会社に対する短期金銭債権 53,010百万円 

２．関係会社に対する長期金銭債権 2,188百万円 

３．関係会社に対する短期金銭債務 26,837百万円 

４．関係会社に対する長期金銭債務 883百万円 

５．保 証 債 務 19,150百万円 

（うち債務保証    1,688百万円） 

（うち保証予約    15,132百万円） 

（その他（注）    2,329百万円） 

（注）当社は、顧客のリース債務について、顧客のリース債務不履行時にその債務を

保証することを要求されております。当事業年度末における、 高支払額を記

載しています。 

６．有形固定資産の減価償却累計額 65,019百万円 

７．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれております。 

支払手形 138百万円 

８．売上債権遡及義務 

 売掛金及び受取手形の一部を、債権流動化の目的で譲渡しております。 

 その内、当社に遡及義務の及ぶ譲渡残高は、売掛金3,311百万円及び受取手形2,386

百万円であります。 

９．コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等 

 コミットメントライン契約の総額 40,000百万円

 借入実行残高 ―百万円

 差引額 40,000百万円

 

Ⅲ．損益計算書に関する注記 

１．関係会社との取引高   関係会社との取引高は下記のとおりです。 

売上高 62,611百万円 

仕入高 125,362百万円 

営業取引以外の取引高 7,195百万円 

 



 

－  － 
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Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の数に関する事項 

株 式 の 種 類
前事業年度末 
株式数(千株) 

当事業年度増加
株式数(千株)

当事業年度減少
株式数(千株)

当事業年度末 
株式数(千株) 

普通株式(注) 5,721 13 2 5,733 

合 計 5,721 13 2 5,733 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加13千株は、単元未満株式の買取によるもので

あり、減少２千株は、単元未満株式の売却によるものです。 

 

Ⅴ．税効果に関する注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  当事業年度 

 繰延税金資産 

 関係会社株式出資金評価損否認 15,937百万円

 退職給付制度変更による未払金否認 5,376百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 3,745百万円

 たな卸資産評価損否認 1,707百万円

 投資有価証券出資金評価損否認 1,013百万円

 ゴルフ会員権評価損否認 309百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 670百万円

 減損損失否認 682百万円

 減価償却超過額 244百万円

 繰越欠損金 1,059百万円

 その他 1,664百万円

 繰延税金資産小計 32,410百万円

 評価性引当額 △ 5,600百万円

 繰延税金資産合計 26,810百万円

  

 繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △ 7,452百万円

 固定資産圧縮積立金 △ 1,119百万円

 その他 △  232百万円

 繰延税金負債合計 △ 8,804百万円

 繰延税金資産の純額 18,005百万円

 



 

－  － 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時

の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  当事業年度 

 法定実効税率 40.7％

 （調整） 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 3.2％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 4.0％

 繰延税金資産に対する評価性引当額の増減 11.3％

 住民税均等割額 0.5％

 その他 △ 0.0％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.7％

 

Ⅵ．リースにより使用する固定資産に関する注記 

 貸借対照表上に計上したリースのほか、営業用自動車、診療所医療設備、事務用大型

コンピュータとその周辺機器及び事務用機器の一部についてリース契約により使用して

います。 

 なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引は以下のとおりであります。 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額 

車 両 運 搬 具 45百万円 36百万円 ８百万円 

工具器具及び備品 320 170 149 

ソ フ ト ウ ェ ア 63 39 23 

合 計 429 246 182 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １ 年 内 80百万円

 １ 年 超 102百万円

 合 計 182百万円

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 126百万円 

減価償却費相当額 126百万円 



 

－  － 
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４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記 

関 係 内 容

属 性 
会 社 等
の 名 称

資 本 金
(百万円)

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取 引 の
内 容

取引金額
(百万円)

科 目 
期末残高 
(百万円) 

製品の仕入
( 注 １ )

65,082 買 掛 金 8,795 

資金の貸付
( 注 ２ )
利息の受取

5,673

29
短期貸付金 7,634 子会社 

横 河 マ ニ ュ
ファクチャリ
ング株式会社

5,010
計測・制
御情報機
器の製造

所有 
直接100％

１名

当社計測・
制御情報機
器の製造、
不動産賃貸

不 動 産
の 賃 貸

1,069 未収入金 101 

子会社 横河商事株式会社 90

計測・制御
情報機器及
び電算機等
の販売、保
険 代 理 業

所有 
直接50％ 

―
当社計測・
制 御 情 報
機器の販売

製品の売上
( 注 ３ )

9,497 売 掛 金 4,328 

子会社 

横河エレクトロ
ニ ク ス ・マ ニ
ファクチャリン
グ 株 式 会 社

10
計測・制
御情報機
器の製造

所有 
直接100％

― ― 
資金の貸付
( 注 ２ )
利息の受取

5,937

32

短期貸付金 
長期貸付金 
( 注 ４ ) 

6,022 
 

65 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含

まれております。 

 （注）１．製品の仕入については、横河マニュファクチャリング株式会社の製造原価を

基に協議の上決定しております。 

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率は合理的に決定しておりま

す。また、取引金額はＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に係

るものであり、月末平均残高を記載しております。 

３．製品の売上については、他の代理店と同じ条件の下で取引しております。 

４．横河エレクトロニクス・マニファクチャリング株式会社への貸付金に対し、

1,522百万円の貸倒引当金を計上しております。 

 

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 791円84銭 

１株当たり当期純利益金額 19円17銭 

 

 



 

－  － 
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計算書類に係る会計監査報告 

 独立監査人の監査報告書  

 平成19年５月10日 

 横河電機株式会社  

 取締役会 御中  

 み す ず 監 査 法 人  

 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 小林茂夫 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 篠原 真 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 矢嶋泰久 

  

 

 優 成 監 査 法 人  

 

代 表 社 員

業務執行社員
公認会計士 渡邊芳樹 

業務執行社員 公認会計士 鶴見 寛 
  

 

  
 私どもは、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、横河電機株式会社の
平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第131期事業年度の計算書類、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成
責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。 
 私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、私どもに計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査
を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書
の表示を検討することを含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。 
 私どもは、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。 
 
追記情報 
 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準を適用して計算書類及びその附属明細書を作
成している。 
 
 会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 

 



 

－  － 
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連 結 貸 借 対 照 表 

 
（平成19年３月31日現在） （単位：百万円）

 科   目 金 額 科   目 金 額 

資 産 の 部 負 債 の 部  

流 動 負 債  

支払手形及び買掛金 41,344 

短 期 借 入 金 18,356 

一年内に償還予定の社債 20,000 

未 払 法 人 税 等 3,424 

賞 与 引 当 金 14,852 

そ の 他 56,210 

流 動 負 債 合 計 154,188 

固 定 負 債  

長 期 借 入 金 21,273 

繰 延 税 金 負 債 440 

退 職 給 付 引 当 金 6,223 

役員退職慰労引当金 327 

長 期 未 払 金 16,137 

そ の 他 1,189 

固 定 負 債 合 計 45,593 

負 債 合 計 199,781 

純 資 産 の 部  

株 主 資 本  

資 本 金 43,401 

資 本 剰 余 金 50,355 

利 益 剰 余 金 132,603 

自 己 株 式 △  4,389 

株 主 資 本 合 計 221,970 

評 価 ・ 換 算 差 額 等  

その他有価証券評価差額金 11,926 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 6 

為 替 換 算 調 整 勘 定 348 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 12,281 

少 数 株 主 持 分 4,650 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受取手形及び売掛金 

有 価 証 券 

た な 卸 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

流 動 資 産 合 計 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機械装置及び運搬具 

工具器具及び備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

有 形 固 定 資 産 合 計 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 合 計 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

投資その他の資産合計 

固 定 資 産 合 計 

38,819

134,480

252

50,133

10,685

10,852

△  2,065

243,158

54,511

19,822

11,532

20,451

2,812

109,131

14,275

14,275

50,560

157

9,555

12,487

△   642

72,118

195,525 純 資 産 合 計 238,902 

資 産 合 計 438,683 負債純資産合計 438,683 



 

－  － 
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連 結 損 益 計 算 書 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

    （単位：百万円）
 科 目 金 額 

売 上 高 433,405 

売 上 原 価 275,948 

売 上 総 利 益 157,456 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 128,181 

営 業 利 益 29,274 

営 業 外 収 益  

受 取 利 息 565  

受 取 配 当 金 5,010  

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 877  

雑 益 1,139 7,592 

営 業 外 費 用  

支 払 利 息 1,097  

た な 卸 資 産 処 分 損 1,263  

た な 卸 資 産 評 価 損 1,813  

為 替 差 損 830  

雑 損 2,245 7,251 

経 常 利 益 29,616 

特 別 利 益  

固 定 資 産 売 却 益 54  

投 資 有 価 証 券 売 却 益 58  

過 年 度 減 損 損 失 修 正 益 201  

そ の 他 226 540 

特 別 損 失  

固 定 資 産 売 却 損 223  

固 定 資 産 除 却 損 890  

減 損 損 失 775  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,607  

事 業 再 編 損 失 794  

そ の 他 743 5,035 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 25,120 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,152 

法 人 税 等 還 付 金 227 

法 人 税 等 調 整 額 6,928 

少 数 株 主 利 益 （控 除） 703 

当 期 純 利 益 12,563 



 

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 
自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日 

（単位：百万円）

 株 主 資 本 
 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 43,401 50,348 123,310 △4,378 212,681 

連結会計年度中の変動額   

剰 余 金 の 配 当 (注)  △ 1,314 △ 1,314 

剰 余 金 の 配 当  △ 1,971 △ 1,971 

役 員 賞 与 (注)  △   20 △   20 

当 期 純 利 益  12,563 12,563 

自 己 株 式 の 取 得  △  24 △   24 

自 己 株 式 の 処 分  7 13 20 

そ の 他  35 35 

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

  

連結会計年度中の変動額合計 － 7 9,292 △  10 9,288 

平成19年３月31日 残高 43,401 50,355 132,603 △4,389 221,970 

 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整
勘 定

評価・換算
差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 14,863 － △2,978 11,885 4,959 229,525 

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当 (注) △ 1,314 

剰 余 金 の 配 当 △ 1,971 

役 員 賞 与 (注) △   20 

当 期 純 利 益 12,563 

自 己 株 式 の 取 得 △   24 

自 己 株 式 の 処 分 20 

そ の 他 35 

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△ 2,936 6 3,327 396 △ 309 87 

連結会計年度中の変動額合計 △ 2,936 6 3,327 396 △ 309 9,376 

平成19年３月31日 残高 11,926 6 348 12,281 4,650 238,902 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 



 

－  － 
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連結注記表 

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の状況 

・連結子会社の数        78社 

・主要な連結子会社の名称    「事業報告１．(3) ②重要な子会社の状況」に

記載しているため省略しています。 

(2) 非連結子会社の状況 

・主要な非連結子会社の名称   盛岡特機㈱ 

横河ファウンドリー㈱ 

・連結の範囲から除いた理由   非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等がいずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外

しています。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社の状況 

・持分法適用の非連結子会社または関連会社数 

11社 

・主要な会社等の名称      盛岡特機㈱ 

横河ファウンドリー㈱ 

横河レンタ・リース㈱ 

横河東亜工業㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況 

・主要な会社等の名称      横河シカデン㈱ 

キューアンドエー㈱ 

・持分法を適用しない理由    各社の当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外しています。 

(3) 持分法手続に関する特記事項 

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事

業年度に係る財務諸表を使用しています。 



 

－  － 
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３．連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項 

(1) 連結の範囲の変更 

Yokogawa Canada,Inc. 、 Yokogawa Engineering Middle East FZE 、 Yokogawa 

Engineering Bahrain SPCは、前連結会計年度では連結の範囲から除外していまし

たが、重要性が増したため、連結の範囲に含めています。 

㈱オメガシミュレーションは、重要性が増したため、持分法適用の非連結子会社

から連結子会社に移行しました。 

台湾横河国際股有限公司、安藤電気技術サービス㈱、安藤電気テクノロジー㈱、

Myanmar Yokogawa Electric Ltd.、スマートIDテック㈱、Yokogawa TRADING 

USA,Inc.は、清算が結了したことにより連結の範囲から除外しました。 

(2) 持分法の適用の範囲の変更 

㈱オメガシミュレーションは、重要性が増したため、持分法適用の非連結子会社

から連結子会社に移行しました。 

横河エイ・アイ・エム㈱は、横河制御エンジニアリング㈱との合併により、持分

法の適用範囲から除外しました。 

北京冶金横河自動化工程有限公司は、清算が結了したことにより、持分法の適用

範囲から除外しました。 

４．連結子会社の事業年度等に関する事項 

当連結会計年度より、横河電機（蘇州）有限公司他10社については、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、Yokogawa USA,Inc.他47社について

は、決算日を連結決算日に変更しました。 

これらの変更により、連結子会社13社については平成18年１月１日から平成19年３

月31日までの15ヶ月決算となり、連結子会社46社については平成18年３月１日から平

成19年３月31日までの13ヶ月決算となっています。 

なお、この決算期変更に伴う連結損益計算書に与える影響は、「８．会計方針の変

更」に記載しています。 

５．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的債券      償却原価法（定額法）によっています。 

② その他有価証券 

・時価のあるもの       決算日の市場価格等に基づく時価法によってい

ます。（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として平均法により算定し

ています。） 

・時価のないもの       主として平均法による原価法によっています。 

③ デリバティブ       時価法によっています。 



 

－  － 
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④ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

・製品、仕掛品       主として個別法による原価法によっています。 

・そ の 他       主として平均法による原価法によっています。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産       主として定率法によっています。 

但し、当社及び国内連結子会社については、平

成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定額法によっていま

す。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物及び構築物  ：３～50年 

機械装置及び運搬具：４～10年 

② 無形固定資産       定額法によっています。但し、自社利用のソフ

トウェアについては社内における利用可能期間

（主として５年）に基づく定額法によっていま

す。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸 倒 引 当 金       売掛債権その他これに準ずる債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、主として、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しています。 

② 賞 与 引 当 金       従業員の賞与の支給に充てるため、主として翌

期支給見込額の当期負担分を計上しています。 

③ 退職給付引当金       主要な連結子会社では、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい

ます。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主とし

て10年）による按分額を処理しています。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（主として10年）による按分額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理

しています。 

④ 役員退職慰労引当金     主要な連結子会社では、役員の退職慰労金の支

給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上

しています。 



 

－  － 
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(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦貨通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しています。 

なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めています。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

主として、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっています。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法      主として繰延ヘッジ処理によっています。なお、

為替予約及び通貨スワップについては振当処理

の要件を満たしている場合は振当処理を、金利

スワップについては特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用しています。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象   主として外貨建の貸付金及び予定取引の為替変

動リスクをヘッジするために為替予約又は通貨

スワップを、借入金等の金利変動リスクをヘッ

ジするために金利スワップを利用しています。 

③ ヘ ッ ジ 方 針       主に為替変動リスク及び金利変動リスクを回避

するためにデリバティブ取引を利用することを

基本方針としています。 

④ ヘッジ有価性評価の方法   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変

動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額を基礎にして判断しています。 

(7) その他連結計算書類作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理     税抜き方式によっています。 

② 在外連結子会社の会計処理基準 

在外連結子会社では、一部当該国の会計原則に従った処理を行っています。 

６．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価を採用しています。 



 

－  － 
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７．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、また、負ののれん

については、20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間で、それぞれ定額法により

規則的に償却しています。但し、金額に重要性が乏しい場合には、発生時にその金額

を償却しています。 

８．会計方針の変更 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しています。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、234,245百万円です。 

（役員賞与に係る会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しています。これによる金額の影響は軽

微です。 

（海外連結子会社の決算期の統一） 

従来、連結子会社のうち、決算日が異なる会社については、当該決算日現在の財務

諸表を使用し、当該決算日から連結決算日までの期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っていました。 

当連結会計年度より、より適切に連結経営管理を行うため、横河電機（蘇州）有限

公司他10社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、

Yokogawa USA,Inc.他47社については、決算日を連結決算日に変更しました。 

これらの変更により、連結子会社13社については平成18年１月１日から平成19年３

月31日までの15ヶ月決算となり、連結子会社46社については平成18年３月１日から平

成19年３月31日までの13ヶ月決算となっています。 

この決算期変更に伴い、連結損益計算書は、従来と同一の基準に比べて、売上高は

22,088百万円増加、営業利益は1,368百万円増加、経常利益は1,249百万円増加、税金

等調整前当期純利益は1,275百万円増加、当期純利益は985百万円増加しています。 

９．表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記していました「退職給付制度変更による損失」は、重

要性の観点から、当連結会計年度より特別損失の「その他」に含めて表示しています。 

なお、当連結会計年度に特別損失の「その他」に含めて表示している「退職給付制

度変更による損失」は、66百万円です。 

 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(43) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_03_os2横河電機様_招集_連結貸借対照表_P.doc 

43

Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務 

 (1) 担保に供している資産 現金及び預金 12百万円

  建物及び構築物 1,103百万円

  土地 90百万円

  投資有価証券 2百万円

  在外子会社の事業用資産 4,282百万円

  計 5,490百万円

 (2) 担保に係る債務 支払手形及び買掛金 21百万円

  短期借入金 202百万円

  長期借入金 323百万円

  計 546百万円

上記、在外子会社の事業用資産4,282百万円は、在外子会社において包括的に担

保に供している建物及び構築物等です。 

２．有形固定資産の減価償却累計額 132,090百万円 

３．保 証 債 務 

(1) 債 務 保 証 

① 従業員のホームローンによる金融機関からの借入金に対し債務保証を行ってい

ます。 

・みずほ信託銀行㈱ 182百万円 

② キャッシュレスシステム（業務用立替個人口座）の従業員借越残高に対し債務

保証を行っています。 

・㈱みずほ銀行 2百万円 

(2) 保 証 予 約 

① キャッシュレスシステム（業務用立替個人口座）の従業員借越残高に対し保証

予約を行っています。 

・㈱みずほ銀行 51百万円 

② 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対し保証予約を行っています。 

・㈱オットー 380百万円 

(3) そ の 他 

当社は、顧客のリース債務について、顧客のリース債務不履行時にその債務を保

証されることを要求されております。平成19年３月31日現在において、それらの

高支払額は2,329百万円です。 



 

－  － 
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４．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結

会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれています。 

受 取 手 形 194百万円 

支 払 手 形 379百万円 

５．コミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等 

コミットメントライン契約の総額 40,000百万円 

借入実行残高 ―百万円 

差 引 額 40,000百万円 

 

Ⅲ．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

１．発行済株式の総数に関する事項 

当連結会計年度の末日における発行済株式の総数  普通株式  268,624,510株 

２．剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額等 

① 平成18年６月23日開催の第130回定時株主総会決議による配当に関する事項 

・配当金の総額     1,314百万円 

・１株当たり配当金額   5.00円 

・基 準 日     平成18年３月31日 

・効 力 発 生 日     平成18年６月26日 

② 平成18年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項 

・配当金の総額     1,971百万円 

・１株当たり配当金額   7.50円 

・基 準 日     平成18年９月30日 

・効 力 発 生 日     平成18年12月１日 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの 

平成19年６月27日開催の第131回定時株主総会決議において次のとおり付議いた

します。 

・配当金の総額     1,971百万円 

・１株当たり配当金額   7.50円 

・基 準 日     平成19年３月31日 

・効 力 発 生 日     平成19年６月28日 

 



 

－  － 
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Ⅳ．１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり純資産額 891円08銭 

２．１株当たり当期純利益 47円79銭 

 

Ⅴ．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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連結計算書類に係る会計監査報告 

 独立監査人の監査報告書  

 平成19年５月10日 

 横河電機株式会社  

 取締役会 御中  

 み す ず 監 査 法 人  

 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 小林茂夫

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 篠原 真

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 矢嶋泰久

  

 

 優 成 監 査 法 人  

 

代 表 社 員

業務執行社員
公認会計士 渡邊芳樹

業務執行社員 公認会計士 鶴見 寛
  

 

  
 私どもは、会社法第444条第４項の規定に基づき、横河電機株式会社の平成
18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者に
あり、私どもの責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。 
 私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、私どもに連結計算書類に重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を
検討することを含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための
合理的な基礎を得たと判断している。 
 私どもは、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、横河電機株式会社及び連結子会社から成
る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
追記情報 
１．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より貸
借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準を適用して連結計算書類を
作成している。 

２．会計方針の変更に記載されているとおり、当連結会計年度より決算日が
連結決算日と異なる会社のうち11社については連結決算日現在で仮決算を
実施し、48社については決算日を連結決算日に変更している。 

 
 会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 



 

－  － 
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監査役会の監査報告 

 監 査 報 告 書  

  

 当監査役会は、平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第131期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思

疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役

会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま

した。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）の状況を監視及び検証いたしました。事業報告に記載されてい

る会社法施行規則第127条第１号の基本方針については、取締役会その他に

おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会

社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基

づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いた

しました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第159条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 



 

－  － 
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 ２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。 
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。 
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。 

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認
められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

 会計監査人みすず監査法人、優成監査法人の監査の方法及び結果は相

当であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

 会計監査人みすず監査法人、優成監査法人の監査の方法及び結果は相

当であると認めます。 
 

 

 平成19年５月17日  

 横河電機株式会社 監 査 役 会  

 

常勤監査役 溝 口 文 雄

常勤監査役 内 海 岱 基

社外監査役 櫻 井 孝 頴

社外監査役 橋 本  徹

社外監査役 引 馬  滋
  

 

 

以  上 

 



 

－  － 
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株主総会参考書類 

 

議案及び参考事項 

 

第１号議案 剰余金の配当の件 

 当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に

対する継続的な利益配分を 重要施策の一つと認識し、中長期的成長

のための新規事業投資、成長市場への開発投資などに向けた内部留保

及び財務体質の強化等を総合的に勘案のうえ、連結配当性向30％を目

安とする配当方針といたします。 

 当期の利益配当金につきましては、以下のとおりといたしたいと存

じます。これにより、当期における１株当たりの年間配当金は中間配

当金７円50銭と合わせて15円となります。 

 

期末配当に関する事項 

(1) 配当財産の種類 

 金銭といたします。 

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額 

 当社普通株式１株につき７円50銭といたしたいと存じます。 

 なお、この場合の配当総額は、1,971,685,853円となります。 

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

 平成19年６月28日といたしたいと存じます。 

 

第２号議案 定款一部変更の件 

１．変更の理由 

 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあ

る当社株式の大量取得行為への対応策をより効果的にするととも

に、将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達のため、発行可能

株式総数を現行の４億8,373万５千株から６億株へ変更するもの

であります。 

 



 

－  － 
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２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 
 （下線は変更部分であります。） 

 現 行 定 款 変 更 案 

第６条（発行可能株式総数） 第６条（発行可能株式総数） 

当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、

４億8,373万５千株とする。 

当 会 社 の 発 行 可 能 株 式 総 数 は 、 

６億株とする。 

 

第３号議案 取締役10名選任の件 

 本総会終結の時をもって取締役 内田 勲、海堀周造、八木和則、

木村和彦、三奈木輝良、藤井 隆、山本順二、成松 洋、内藤正久の

９氏は任期満了となりますので、あらためて取締役９名の選任をお願

いするものであります。また、経営体制の強化を図るために、新たに

取締役として棚橋康郎氏の選任をお願いするものであります。合計10

名の候補者は次のとおりであります。 

番号 氏 名 
生 年 月 日 

略歴、当社における地位及び担当 
（他の法人等の代表状況） 

所有する当社 
株 式 数 

1 
内 田  勲 
昭和11年９月27日生 

昭和35年４月 当社入社 

平成元年６月 取締役 Yokogawa Corporation 

of America 社長 

平成７年６月 常務取締役 生産事業部長、甲府

事業所担当 

平成９年７月 専務取締役 営業統括、営業統括

本部長 

平成11年３月 代表取締役専務 営業統括、イン

ダストリアルオートメーション 

事業本部長、北米地区事業統括 

平成11年６月 代表取締役社長 

平成19年４月 代表取締役会長 

現在に至る 

79,026株 

2 
海堀 周造 
昭和23年１月31日生 

昭和48年４月 当社入社 

平成17年４月 執行役員 IA事業部長 

平成18年４月 常務執行役員 IA事業部長 

平成18年６月 取締役 常務執行役員 IA事業部長

平成19年４月 代表取締役社長 

現在に至る 

12,181株 



 

－  － 
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番号 氏 名 
生 年 月 日 

略歴、当社における地位及び担当 
（他の法人等の代表状況） 

所有する当社 
株 式 数 

3 
八木 和則 
昭和24年４月１日生 

昭和47年４月 当社入社 

平成11年10月 執行役員 経営企画部長、 

マーケティング部担当 

平成13年４月 常務執行役員 経営企画部長 

平成13年６月 取締役 常務執行役員 

経営企画部長 

平成14年６月 取締役 専務執行役員 

経営企画部長 

平成17年６月 取締役 専務執行役員 

経営管理本部長 

現在に至る 

32,879株 

4 
木村 和彦 
昭和32年４月27日生 

昭和55年４月 当社入社 

平成12年４月 執行役員 生産事業部長、 

航空宇宙・特機事業部担当 

平成13年６月 取締役 執行役員 生産事業部長

平成14年６月 取締役 常務執行役員 

生産事業部長 

平成16年４月 取締役 専務執行役員 

ソリューション事業本部長 

平成17年４月 取締役 専務執行役員 

ソリューション事業部長 

現在に至る 

16,742株 

5 
三奈木 輝良 

昭和23年１月５日生 

昭和46年４月 当社入社 

平成11年10月 執行役員 インダストリアル 

オートメーション事業本部フィールド

機器事業部長、環境機器事業部 

担当 

平成14年６月 取締役 常務執行役員 

海外事業部長 

平成16年４月 取締役 専務執行役員 

IA事業本部長 

平成17年４月 取締役 専務執行役員 

海外事業部長、Yokogawa Electric 

International Pte. Ltd.社長 

現在に至る 

17,387株 



 

－  － 
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番号 氏 名 
生 年 月 日 

略歴、当社における地位及び担当 
（他の法人等の代表状況） 

所有する当社 
株 式 数 

6 
藤 井  隆 
昭和30年８月６日生 

昭和53年４月 当社入社 

平成15年４月 執行役員 ATE事業本部 

第１事業部長 

平成17年１月 常務執行役員 ATE事業本部半導体

テストソリューション事業部長 

平成17年６月 取締役 常務執行役員 ATE事業

部長 

現在に至る 

9,090株 

7 
山本 順二 
昭和33年３月８日生 

昭和55年４月 当社入社 

平成17年４月 執行役員 コーポレート・マーケ

ティング本部経営企画室長 

平成18年４月 常務執行役員 コーポレート・

マーケティング本部長 

平成18年６月 取締役 常務執行役員 コーポ

レート・マーケティング本部長 

現在に至る 

7,037株 

8 
成 松  洋 
昭和23年８月４日生 

昭和46年４月 横河・ヒューレット・パッカード

㈱（現 日本ヒューレット・ 

パッカード㈱）入社 

昭和61年11月 同社 電子部品計測事業部長 

平成11年11月 アジレント・テクノロジー㈱ 

代表取締役社長 

平成18年４月 クインタイルズ・トランスナショナ

ル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 

平成18年６月 当社取締役 

現在に至る 

2,600株 

9 
内藤 正久 
昭和13年２月20日生 

昭和36年４月 通商産業省入省 

平成３年６月 同省 大臣官房長 

平成５年６月 同省 産業政策局長 

平成10年４月 伊藤忠商事㈱ 代表取締役副社長

平成12年４月 同社 取締役副会長 

平成15年６月 日本エネルギー経済研究所 

理事長、当社取締役 

現在に至る 

2,000株 



 

－  － 
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番号 氏 名 
生 年 月 日 

略歴、当社における地位及び担当 
（他の法人等の代表状況） 

所有する当社 
株 式 数 

10 
棚橋 康郎 
昭和16年１月４日生 

昭和38年４月 富士製鐵㈱（現 新日本製鐵㈱）

入社 

平成７年６月 同社 取締役 エレクトロニク

ス・情報通信事業部長 

平成９年４月 同社 常務取締役（新規事業全般

管掌） 

平成12年４月 新日鉄情報通信システム㈱ 

（現 新日鉄ソリューションズ㈱）

代表取締役社長 

平成15年４月 同社 代表取締役会長 

現在に至る 

0株 

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 

２．内藤正久及び棚橋康郎の両氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外 

取締役候補者であります。 

３．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。 

(1) 社外取締役候補者の選任理由について 

① 内藤正久氏につきましては、主にグローバル企業における社外取締役などの豊富な 

経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするもの

であります。 

② 棚橋康郎氏につきましては、主に経営者としての豊富な経験を当社の経営に反映して

いただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 

(2) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について 

① 内藤正久氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年であ

ります。 

② 棚橋康郎氏は本定時株主総会で新たに社外取締役に選任をお願いするものです。 

(3) 社外取締役との責任限定契約について 

 内藤正久及び棚橋康郎の両氏が原案どおり選任された際には、両氏と責任限定契約を 

締結する予定であります。その契約の概要は、次のとおりであります。 

 会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約で、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500万円または法令が定める額のい

ずれか高い額とします。 

 



 

－  － 
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第４号議案 会計監査人選任の件 

 当社の会計監査人でありました中央青山監査法人（現みすず監査法

人）は、平成18年５月10日付で金融庁より平成18年７月１日から平成

18年８月31日までの２ヶ月間の業務停止処分を受けたため、会社法第

337条第３項第１号の規定に基づき平成18年７月１日をもって当社の

会計監査人としての資格を喪失し、退任いたしました。これに伴い、

監査役会の決議により、平成18年７月３日付で一時会計監査人として

優成監査法人を、平成18年９月８日付でみすず監査法人をそれぞれ選

任いたしました。両監査法人が共同して監査を行い、現在に至ってお

りますが、本定時株主総会において新たに会計監査人を選任したいと

存じます。 

 会計監査人候補者は次のとおりであります。 

 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ておりま

す。 
 （平成19年３月末日現在）

名 称 監査法人トーマツ 

主たる事務所の場所 東京都港区芝浦四丁目13番23号 ＭＳ芝浦ビル 

沿 革 

昭和43年５月 等松・青木監査法人（現監査法人

トーマツ）設立 

平成２年２月 監査法人トーマツに名称変更。国際

会計事務所組織であるデロイト 

トウシュ トーマツに主要構成事務

所として参加 

概 要 出資金 1,723百万円  

 構成人員 社員 公認会計士 423名  

  参与 22名  

  職員 公認会計士 1,338名  

  会計士補 1,092名  

  その他専門職 990名  

  事務職 347名  

  合計 4,212名  

 （注．海外駐在員を含む。関係会社の人員を含まない。） 

 監査関与会社 法定監査 2,334社  

  任意監査 1,348社  

  合計 3,682社  



 

－  － 
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第５号議案 取締役報酬額改定の件 

 当社の取締役の報酬額は、平成16年６月25日開催の第128回定時株

主総会において、１事業年度７億５千万円以内とご承認いただき現在

に至っておりますが、代表取締役の増員や業績連動型報酬制度の拡大

等を考慮し、１事業年度12億円以内（うち社外取締役分は５千万円以

内）と改めさせていただきたいと存じます。 

 なお、現在の取締役は９名（うち社外取締役１名）ですが、第３号

議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は10名（うち社外取締

役２名）となります。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人

兼務取締役の使用人分給与は含まないものとさせていただきたいと存

じます。 

 

第６号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）の導入の件 

 当社は、平成19年４月26日開催の取締役会において、本定時株主総

会における株主の皆様のご承認を条件に、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大

量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を導入

することを決定いたしました。つきましては、株主の皆様に本プラン

を導入することのご承認をお願いするものであります。 

１．本プラン導入の目的 

(1) 当社における企業価値・株主共同の利益の向上の取り組みに
ついて 
 当社は、企業理念として「YOKOGAWAは計測と制御と情報を
テーマにより豊かな人間社会の実現に貢献する YOKOGAWA人は
良き市民であり勇気をもった開拓者であれ」を掲げ、産業社会
へのさらなる貢献をめざしてまいりました。この理念のもとに
企業活動を健全に継続し、株主の皆様を始め、お客様、従業員、
地域社会の皆様など、あらゆるステークホルダーに対して企業
価値を 大化することが企業としての使命であると考えており
ます。 
 こうしたことから、当社は、健全で利益ある経営を目指し、
長期経営構想VISION－21＆ACTION－21を掲げて、2005年度を第
１のマイルストーンとして、事業構造の革新とグループ経営の
革新に取り組んでまいりました。2006年度からは2010年度を第
２のマイルストーンとする新たな計画をスタートさせ、これま
での構造改革によって築いた事業基盤をベースに、事業をさら
に大きく成長させる活動に取り組んでおります。この計画の
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終年度である2010年度には、具体的な経営目標として営業利益
750億円の達成を目指しております。具体的には以下のとおり
取り組んでまいります。 

 
制御事業 
 制御事業分野では、2010年度にグローバルNo.１企業になる
ことを目標に、積極的な事業展開を図ってまいります。このた
めに製品開発に注力し、主力製品である制御システム及び主要
センサの競争力をさらに強化して、トップシェアを実現してま
いります。具体的には、シンガポールに続き、インド、中国で
の開発体制を強化いたします。また、お客様の課題を解決する
ソリューションやサービスをグローバルに提供していく仕組み
作りに取り組んでまいります。 
 特に海外市場においては、当社のビジネスに対する取り組み
姿勢を示すマーケティングキャンペーン“Vigilance”の効果
により、当社の認知度・信頼度が大きく向上しております。お
客様にとっての理想工場である“Vigilant Plant”を実現する
３つのソリューション、すなわち、Safety Excellence（安全
の確保）、Asset Excellence（資産の 大活用）、Production 
Excellence（生産の改革）に基づく製品ラインアップの拡充を
図ってまいります。 
 成長著しい中東市場や、中国市場を始めとするBRICs市場で
は、今後も積極的な設備投資が見込まれることから、海外の優
秀な人財を活用してエンジニアリング体制の強化を進め、さら
なる受注と売上の拡大に取り組んでまいります。また、プロ
ジェクト一つひとつの利益管理体制を強化し、ビジネスの収益
性向上を図ってまいります。 

 
計測機器事業 
 半導体テスタビジネスについては、自動化技術や 適化技術
をはじめとする当社グループの総合力を活用し、半導体の設計
環境からサービスに至るまでのテストプロセス全体に対するソ
リューション提案力を強化し、ビジネスの拡大に取り組んでま
いります。主力のメモリテスタでは、製品競争力を高めるため
の開発、コスト競争力を高めるためのコストダウン、販売・エ
ンジニアリング・サービス体制の充実に注力し、新市場開拓を
進めてまいります。ＦＰＤドライバＩＣ向けテスタでは、新技
術の開発と顧客に密着したアプリケーションサポート体制を強
化してシェアの拡大を図ってまいります。ＳＯＣテスタでは、
新製品の開発スピードを加速し、ビジネスを海外にも拡大して
まいります。 
 通信・測定器ビジネスについては、ターゲットとする市場を、
自動車の電動化や代替エネルギーの開発により活況を呈してい
るメカトロニクス・エネルギー市場、デジタル家電の多機能化
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と高付加価値化に伴って拡大しているエレクトロニクス・半導
体市場、次世代光通信ネットワークの本格構築に伴って拡大し
ている通信・ネットワーク市場と定め、当社のデバイス技術を
活用した競争力のある製品を開発・投入してまいります。また、
製品開発における共通プラットフォーム化を推進することで、
開発コストの削減とタイムリーな新製品開発を実現する仕組み
を構築してまいります。さらに、海外市場を中心に販売・サー
ビス網を充実させることで、差別化されたコスト競争力のある
製品をグローバルに提供し、ビジネスの拡大に取り組んでまい
ります。 

 
新事業その他 
 フォトニクスビジネスでは、次世代光通信モジュールや光通
信用サブシステムの事業化による基幹系光通信市場でのビジネ
スの拡大、及び次世代コンピュータへの応用など急激な需要拡
大が見込まれる光パケットネットワークビジネスの拡大に積極
的に取り組んでまいります。新たに建設した相模原事業所を中
核拠点として、量産体制の構築を着実に進めてまいります。 
 アドバンスト・ステージビジネスでは、超高精度位置決め技
術、高機能・高性能コントローラ技術、ＦＰＤ品質を判断する
アルゴリズムなどをコア技術として、そこにさらなる開発投資
を集中し、世界No.１の技術水準を維持することで、液晶パネ
ル製造市場、半導体製造市場でのシェア拡大に取り組んでまい
ります。 
 ライフサイエンスビジネスでは、 先端の計測技術により、
生きた細胞の動きをリアルタイムに観察できる共焦点顕微鏡ビ
ジネスと創薬支援ビジネス等にリソースを投入し、積極的に市
場を開拓してビジネスの立ち上げを図ってまいります。 
 また、航空機向けビジネスでは、エアバス社向けなどの民需
への対応を積極的に推進し、ビジネスの拡大を図ってまいりま
す。 

 
(2) 本プラン導入の目的 

 本プランは、以下のとおり、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるもので

す。 

 上記のように、当社は、制御事業、計測機器事業、新事業な

どのポートフォリオをバランスよく持つことで、事業リスクを

勘案しながら成長戦略を推進し、企業価値の向上に向けた中長

期的な取り組みを展開しておりますが、当社株式の大量取得行

為を行う者が、当社の成長戦略や事業を取り巻く経営環境を正
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しく認識しなければ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保

向上が困難となり、株主の皆様を始めとするステークホルダー

の皆様の共同の利益が毀損される可能性があります。 

 この点、公開会社である株式会社の支配権の移転を伴う提案

についての判断は、 終的には株主全体の意思に基づき行われ

るべきものです。当社取締役会は、公開会社として当社株式の

自由な売買が認められている以上、特定の者の大規模な買付け

行為に応じて当社株式を売却するか否かは、 終的には当社株

主の判断に委ねられるべきものと考えております。 

 しかしながら、企業買収の中には、①株式買付けの目的等か

らみて重要な営業用資産を売却処分するなど企業価値ひいては

株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、②買収に応じ

ることを株主に事実上強要するおそれのあるもの、③対象会社

の取締役会や株主が株式の大量買付け等の行為について検討し、

あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な

時間や情報を提供しないもの、④買収者の提示した条件よりも

さらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社による買

収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主

共同の利益に資さないものが少なくありません。 

 とりわけ、当社が今後も持続的に企業価値を維持・向上させ

ていくためには、当社の経営資源や人的資源、顧客との信頼関

係、事業の将来性や潜在的価値など、当社の企業価値を構成す

る様々な要因とその有機的な結合によってもたらされる総合的

な価値を理解し、これらを活かしていくことが必要です。当社

の株式の大量買付けを行う者が、当社の企業価値の源泉を理解

したうえで、これを中長期的に確保・向上させることができな

いのであれば、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損される

ことになります。 

 また、外部者から買収の提案を受けた場合には、当社の企業

価値を構成する様々な要因を株主の皆様に適切に把握いただい

たうえで、当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に与える影響等を判断していただく必要があります。 

 こうしたことから、当社取締役会は、当社株式の大量取得行

為が発生した場合に、株主の皆様が買付けに応じるべきか否か

を適切に判断できると同時に、当社取締役会が株主の皆様に代
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替案を提示するために必要な情報と時間を確保することで、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する行為を抑止する

ための仕組みとして、本プランの導入が必要であると判断した

ものです。 

 

２．本プランの内容 

(1) 本プランの概要 

(a) 本プランの導入手続 

 本プランの導入については、その重要性に鑑み、株主の皆

様のご意見を広く反映させることが適切であると判断いたし

ました。そこで、本プランの導入について、本定時株主総会

において、ご承認をお願いするものであります。本プランの

導入は、本議案が、本定時株主総会に出席された株主の皆様

の議決権の過半数の賛成をいただくことを条件といたします。 

(b) 本プランの発動に係る手続の設定 

 本プランは、当社の株券等に対する買付その他これに類似

する行為又はその提案（以下「買付等」といいます。）が行

われる場合に、買付等を行う者又はその提案者（以下併せて

「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関

する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検

討等を行う期間を確保し、また、株主の皆様に当社取締役会

の計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉等を行

う場合の手続を定めています。 

(c) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動と取締役の

恣意的判断を排するための独立委員会の利用 

 買付者等の行為が、当社の企業価値・株主共同の利益を害

するおそれがあると認められる場合には、当社は、当社取締

役会決議により、新株予約権を、新株予約権無償割当ての方

法により、当社取締役会が定める一定の日における全ての株

主に対して割当てます（以下これにより割当てられる新株予

約権を「本新株予約権」といいます。）。 

 なお、本プランにおいて、本新株予約権の無償割当ての実

施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣意的判

断を排するため、独立委員会の規則に従い、社外取締役等、

当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の
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客観的な判断を経るものとします。 

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

 本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買

付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場

合、又は当社による本新株予約権の取得と引き換えに、買付

者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、

当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は約２分の１ま

で希釈化される可能性があります。 

 

(2) 本プランの発動に係る手続 

(a) 対象となる買付等 

 当社は、本プランに基づき、以下①又は②に該当する買付

等がなされたときに、本プランに定められる手続に従い本新

株予約権の無償割当てを実施いたします。 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等

保有割合3が20％以上となる買付等 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係

る株券等の株券等所有割合6及びその特別関係者7の株券

等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

 当社は、上記(a) に定める買付等を行う買付者等に対し、

当社取締役会が友好的買付けであると認めた場合を除き、当

社の定める書式による、当該買付者等が買付等に際して本プ

ランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を日本語で記載

した書面（以下「買付説明書」といいます。）及び当社の定

める書式による、下記の各号に定める買付者等の買付内容の

検討に必要な日本語で作成された情報（以下「本必要情報」

といいます。）に関する質問書を、速やかに送付します。 

 買付者等には、買付等の実行に先立ち、原則として、買付

説明書及び本必要情報を、買付者等が当社からのこれらの送

付資料を受領した日から起算して、10営業日以内に当社取締

役会宛てに提出していただきます。なお、当社取締役会は買

付説明書及び本必要情報を受領後速やかに独立委員会に送付

します。 

 独立委員会は、提出された買付説明書及び本必要情報が本
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必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等

に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等

を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあ

ります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、

本必要情報を追加的に提供していただきます。 

 

記 

 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者

及び（ファンドの場合は）組合員その他の構成員を含み

ます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容等を

含みます。） 

② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種

類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方

法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含み

ます。） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、

算定方法、算定に用いた数値情報及び買付等に係る一連

の取引により生じることが予想されるシナジー効果の内

容（そのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内

容を含みます。）及びその算定根拠を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（買付等の資金の提供者（実質的

提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連す

る取引の内容を含みます。） 

⑤ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本

政策及び配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他

の当社に係る利害関係者の処遇方針 

⑦ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体

的方策 

⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

 なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手

続に従うことなく買付等を開始したものと認める場合には、

引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等
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と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原

則として、下記(d) ①記載のとおり、当社取締役会に対して、

本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

 買付者等から買付説明書、本必要情報及び独立委員会か

ら追加提出を求められた本必要情報（もしあれば）が提出

された場合、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の

利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情

報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による

企業評価等との比較検討を行うために、当社取締役会に対

しても、適宜回答期限（原則として60日を上限としま

す。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見

（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じ。）及

びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会

が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求する

ことがあります。 

② 独立委員会による検討作業 

 独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上

記のとおり情報・資料等の提示を要求した場合には）当社

取締役会からの情報・資料等を受領した後、原則として

長60日間（但し、下記(d) ③に記載する場合などには、独

立委員会は当該期間を延長することができるものとします。

以下「独立委員会検討期間」といいます。）、買付者等の

買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画

等に関する情報収集・比較検討等及び当社取締役会の提供

する代替案の検討を行います。また、独立委員会は、当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、

当社取締役会等による代替案の株主等に対する提示の勧告

を行うものとします。 

 独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益に資するようになされることを確保するために、独

立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナン

シャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタ

ントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることがで
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きるものとします。 

③ 情報開示 

 当社は、買付者等から買付説明書が提出された事実及び

本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断す

る事項について、独立委員会が適切と判断する時点で株主

の皆様に対する情報開示を行います。 

(d) 独立委員会における判断方法 

 独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の

手続を行うものとします。 

① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 

 独立委員会は、買付者等が上記(b) 及び(c) に規定する

手続を遵守しなかった場合、又は買付者等の買付等の内容

の検討の結果、買付者等による買付等が下記(3) 「本新株

予約権無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当

し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であ

ると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始又は終

了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権

の無償割当てを実施することを勧告します。 

 但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての

実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当する

と判断した場合には、行使期間開始日（下記(4) (f) にお

いて定義されます。）までの間は、（無償割当ての効力発

生前においては）本新株予約権の無償割当ての中止又は

（無償割当ての効力発生後においては）本新株予約権を無

償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるものと

します。 

(ｲ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買

付等が存しなくなった場合 

(ﾛ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生

じ、買付者等による買付等が下記(3) 「本新株予約権無

償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しない

か若しくは該当したときにおいても本新株予約権の無償

割当てを実施すること、又は行使を認めることが相当で

はない場合 
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② 独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

 独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討の結果、

買付者等による買付等が下記(3) 「本新株予約権無償割当

ての要件」に定める要件のいずれにも該当しない又は該当

しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当で

ないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終了の有

無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償

割当てを実施しないことを勧告します。 

 但し、独立委員会は、かかる勧告の判断の前提となった

事実関係等に変動が生じ、上記①の要件を充足することと

なった場合には、本新株予約権の無償割当ての実施の勧告

を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告する

ことができるものとします。 

③ 独立委員会が本プランの勧告の延期を行う場合 

 独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新

株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至

らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付等の

内容の検討に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会

検討期間を延長する旨の決議を行います。 

 上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、

独立委員会は、引き続き、情報収集、検討を行うものとし、

延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施

の勧告を行うよう 大限努めるものとします。 

④ 情報開示 

 当社は、独立委員会が上記①から③に定める勧告等の決

議をした場合その他独立委員会が適切と考える場合には、

当該決議の概要その他独立委員会が適切と判断する事項

（③に従い独立委員会検討期間を延長する場合には延長の

理由を含む。）について、決議後速やかに情報開示を行い

ます。 

(e) 取締役会の決議 

 当社取締役会＊は、独立委員会の上記勧告を 大限尊重し

て新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法

上の機関としての決議を行うものとします。当社取締役会は、

上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社



 

－  － 
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取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行いま

す。なお、買付者等は、当社取締役会が新株予約権無償割当

ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行して

はならないものとします。 

 

＊本定時株主総会で選任をお願いしております取締役10名のうち３名は、

現経営陣から独立した非常勤取締役（２名の社外取締役を含みま

す。）となりますので、当社の取締役会は、その判断に透明性、客観

性が確保される構成となっております。 

 

(3) 本新株予約権無償割当ての要件 

 当社は、買付者等による行為等が下記のいずれかに該当し本

新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場

合、上記(2) 「本プランの発動に係る手続」(e) に記載される

当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施

することを予定しております。なお、上記(2) 「本プランの発

動に係る手続」(d) のとおり、下記の要件に該当し本新株予約

権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず

独立委員会の勧告に基づき決定されることになります。 

 

記 

 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付

等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高

値で買取りを要求する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を

廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実

現する経営を行うような行為 

③ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担

保や弁済原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係

していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもっ



 

－  － 
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て、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株

価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

(c) 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘する

ことなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明

確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいま

す。）等株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのある

買付等である場合 

(d) 買付け等の条件（対価の価額・種類、買付け等の時期、買

付け等の方法の適法性、買付け等の実現可能性）が当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に鑑み不十分又は不適当な買

付け等である場合 

(e) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な、当社のコー

ポレートブランドの価値や企業価値を生み出す源泉となる、

従業員、取引先の人的ネットワーク、全世界的なサービス網

等の当社グループの有形無形の経営資源を破壊し、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に重大な悪影響をもたらすお

それのある買付け等である場合 

 

(4) 本新株予約権無償割当ての概要 

 本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当て

の概要は、以下のとおりです。 

（本新株予約権の詳細については、別紙１「横河電機株式会社 

新株予約権の要項」をご参照下さい。） 

(a) 新株予約権の数 

 本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下

「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当

社取締役会が定める一定の日（以下「割当期日」といいま

す。）における当社の 終の発行済株式総数（但し、同時点

において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数

の新株予約権を割り当てます。 

(b) 割当対象株主 

 割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿

に記載又は記録された当社以外の株主（以下「割当対象株

主」といいます。）に対し、その保有する株式１株につき本

新株予約権１個の割合で、本新株予約権の無償割当てを実施



 

－  － 
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します。 

(c) 本新株予約権無償割当ての効力発生日 

 本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定め

ます。 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

 本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下「対

象株式数」といいます。）は、本新株予約権１個につき0.5

株～１株の間で本新株予約権無償割当て決議において当社取

締役会が定めます。対象株式数が１株未満となる場合には、

これを一括売却し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、

その端数に応じて分配します。 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、

本新株予約権の行使に際して出資される財産の株式１株当た

りの価額は、金１円以上で時価の50％相当額以下の範囲内に

おいて当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において

定める価額とします。「時価」とは、本新株予約権無償割当

て決議の前日から遡って90日間（取引が成立しない日を除

く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。 

(f) 本新株予約権の行使期間 

 本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定め

た日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始

日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲

で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定め

る期間とします。但し、下記(i) 項のとおり、当社による本

新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予

約権の行使期間については、当該取得日の前日までとします。

また、行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の

払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を 終

日とします。 

(g) 本新株予約権の行使の条件 

 (ⅰ) 特定大量保有者、(ⅱ) 特定大量保有者の共同保有者、

(ⅲ) 特定大量買付者、(ⅳ) 特定大量買付者の特別関係者、



 

－  － 
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若しくは(ⅴ) 上記(ⅰ) 乃至(ⅳ) に該当する者から本新株

予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは

承継した者、又は(ⅵ) 上記(ⅰ) 乃至(ⅴ) に該当する者の

関連者は、原則として本新株予約権を行使することができま

せん。 

 また、外国の適用法令上、本新株予約権を行使することに

より所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新

株予約権を行使することができません。（但し、非居住者の

本新株予約権も、下記(ⅰ) 項のとおり、当社による当社株

式を対価とする取得の対象となります。）なお、上記に用い

られる用語の定義及び詳細については、別紙１「横河電機株

式会社 新株予約権の要項」をご参照下さい。 

(h) 本新株予約権の譲渡 

 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会

の承認を要します。 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社

が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締

役会が認める場合には、当社取締役会が定める日の到来

日をもって、無償で本新株予約権全部を取得することが

できるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上

記(g) 項(ⅰ) 乃至(ⅵ) に該当する者以外の者が有する

本新株予約権のうち、当該取締役会が定める日の前日ま

でに未行使のもの全てを取得し、これと引き換えに、本

新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付する

ことができます。また、かかる取得がなされた日より後

に、本新株予約権を有する者のうち、上記(g) 項(ⅰ) 

乃至(ⅵ) に該当する者以外の者が存在すると当社取締

役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後

の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の

有する本新株予約権のうち、当社取締役会の定める日の

前日までに未行使のものを取得し、これと引き換えに、

本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付す

ることができるものとし、その後も同様とします。なお、
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対象株式数が１株未満となる場合には、これを一括売却

し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数

に応じて分配します。 

なお、当社取締役会は、上記プランに基づく新株予約権

の発行を可能にするとともに、将来の事業拡大に備えた

機動的な資金調達のため、本定時株主総会第２号議案の

とおり、発行可能株式総数を現在の483,735千株から

600,000千株へ拡大する定款変更議案のご承認をお願い

しております。 

 

(5) 本プランの導入手続 

 本プランの導入については、以下のとおり、本定時株主総会

において株主の皆様のご承認をいただくことを条件とします。 

 当社は、本プランが、株式会社が当該株式会社の財務及び事

業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針と密接

不可分な重要な事象であると考え、取締役会としては、本プラ

ンの導入に際して株主の皆様のご意見を広く反映させることが

適切であると判断いたしました。従いまして、本議案が可決さ

れた時点で、本プランは正式に発効いたします。 

 

(6) 本プランの有効期間 

 上記(5) の本定時株主総会決議による、本プランにおける本

新株予約権の無償割当ての実施に関する事項の決定権限の「有

効期間」は、平成21年３月期に関する定時株主総会の終結の時

までとします。 

 

(7) 本プランの廃止及び変更 

 本プランについては、有効期間の満了前であっても、①当社

の株主総会において本プランに係る本新株予約権無償割当てに

関する事項の決定を廃止する取締役会決議を行う旨の勧告決議

が行われた場合、又は②当社取締役会独自の判断により本プラ

ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時

点で廃止されるものとします。従って、本プランは、株主の皆

様のご意向に従ってこれを廃止することが可能です。また、③

本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、会社法、



 

－  － 
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証券取引法その他の法令若しくは証券取引所規則の変更又はこ

れらの解釈（金融商品取引法）・運用の変更、又は税制、裁判

例の変更により合理的に必要と認められる範囲に限り本プラン

を修正し、又は変更する場合があります。 

 当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止

又は変更等の事実及び（変更の場合には）変更等の内容その他

の事項について、情報開示を速やかに行います。 

 
１ 証券取引法第27条の23第１項に定義されます。本議案において別段の定めがない限り同じとしま

す。 

２ 証券取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該

当すると認めた者を含みます。）。本議案において同じとします。 

３ 証券取引法第27条の23第４項に定義されます。本議案において同じとします。 

４ 証券取引法第27条の２第１項に定義されます。２(2) (a) ②において同じとします。 

５ 証券取引法第27条の２第６項に定義されます。本議案において同じとします。 

６ 証券取引法第27条の２第８項に定義されます。本議案において同じとします。 

７ 証券取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含み

ます。）。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本議案において同じとします。 

８ 証券取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者と

みなされる者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。本議案

において同じとします。 

 

 



 

－  － 
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（ご参考） 

 本プランの内容は、上記２．のとおりですが、当社は、本プランは以

下のとおり合理的な内容を備えたものと考えており、また、本プランの

株主の皆様への影響についても以下のとおりとなります。株主の皆様に

おかれましては、これらの点もご考慮の上、本議案につきご承認をいた

だければと存じます。 

 

Ⅰ．本プランの合理性について： 

 本プランは、下記(1) 乃至(6) のとおり、当社の企業価値・株主

共同の利益に資するよう合理的な内容を備えたものです。 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表

した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防

衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。 

 

(2) 株主意思を重視するものであること（サンセット条項） 

 本プランは、上記１．「本プラン導入の目的」及び上記２．

(5) 「本プランの導入手続」にて記載しましたとおり、本定時株

主総会における株主の皆様からのご承認をもって発効し、その有

効期間は、上記２．(6) 「本プランの有効期間」に記載のとおり、

平成21年３月期に関する定時株主総会の終結の時までの２年間と

いたします。また、当社取締役の任期は１年となっておりますの

で、たとえ本プランの有効期間中であっても、上記２．(7) 「本

プランの廃止及び変更」にて記載しましたとおり、本プランの有

効期間の満了前であっても株主総会において本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止される

ことになり、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映さ

れることとなっております。 

 

(3) 独立性の高い社外取締役等の判断の重視と情報開示 

 当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除

し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際

しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設

置します。 

 独立委員会は、当社社外取締役、社外監査役及び社外の有識者



 

－  － 
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の中から選任されます。本プランの導入当初における独立委員会

の委員には、内藤正久氏（社外取締役候補者）、棚橋康郎氏（社

外取締役候補者）、引馬 滋氏（社外監査役）、若杉敬明氏（社

外有識者）、中村直人氏（社外有識者）がそれぞれ就任する予定

です。各委員候補者の氏名及び略歴については別紙３をご参照下

さい。 

 実際に当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記２．

(2) 「本プランの発動に係る手続」にて記載しましたとおり、独

立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価

値・株主共同の利益を毀損するか否か等について取締役会への勧

告を行い、当社取締役会はその判断を 大限尊重して本新株予約

権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関として

の決議を行うこととします。独立委員会規則の概要については、

別紙２「独立委員会規則の概要」をご参照下さい。 

 このように、独立委員会によって、取締役が恣意的に本プラン

の発動を行うことのないよう、厳しく監視するとともに、独立委

員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示するものであ

り、当社の企業価値・株主共同の利益に資するべく本プランの透

明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

 

(4) 合理的な客観的要件の設定 

 本プランは、上記２．(2) (d) 「独立委員会における判断方

法」及び２．(3) 「本新株予約権無償割当ての要件」にて記載し

ましたとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動され

ないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を

防止するための仕組みを確保しています。 

 

(5) 第三者専門家の意見の取得 

 上記２．(2) 「本プランの発動に係る手続」(c) にて記載しま

したとおり、買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用

で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会

計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得るこ

とができることとしています。これにより、独立委員会による判

断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとしております。 

 



 

－  － 
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(6) デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策でないこと 

 上記２．(7) 「本プランの廃止及び変更」にて記載しましたと

おり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成さ

れる取締役会によりいつでも廃止することができるものとされて

おり、新しい株主構成のもとで選任された取締役で構成される取

締役会によって、本プランを廃止することが可能です。 

 従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防

衛策）ではありません。また、当社は、取締役任期を１年とし、

期差任期制を採用していないため、本プランはスロー・ハンド型

（取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻

止するのに時間がかかる買収防衛策）でもありません。 

 

Ⅱ．株主の皆様等への影響について： 

 本プランの導入及び本新株予約権の無償割当てに際して株主の皆

様に与える影響は、下記(1) 乃至(3) のとおりです。 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自

体は行われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影

響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 当社取締役会が、本新株予約権無償割当て決議において別途定

める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株

につき本新株予約権１個の割合で本新株予約権が無償にて割り当

てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、こうした

金銭の払込その他下記(3) (b) において詳述する本新株予約権の

行使に係る手続を経ない場合には、他の株主の皆様による本新株

予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することに

なります。 

 但し、当社は、当社取締役会の決定により、下記(3) (c) に記

載する手続により、上記２．(4) (g) 項（ⅰ）乃至（ⅵ）に該当

する者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き

換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の

手続を取った場合、上記２．(4) (g) 項（ⅰ）乃至（ⅵ）に該当



 

－  － 
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する者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相

当の金銭の払込をせずに、当社株式を受領することになり、保有

する当社株式全体の希釈化は生じません。 

 なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定しま

した後において、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、

又は無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合には、１

株あたりの株式の価値の希釈化は全く生じませんので、１株あた

りの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った

投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があ

ります。 

 

(3) 本新株予約権無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

(a) 名義書換の手続 

 当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施す

ることを決議した場合には、当社は、本新株予約権の無償割当

てに係る割当期日を公告いたします。割当期日における 終の

株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に、

本新株予約権が無償で割り当てられますので、株主の皆様にお

かれては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要

があります。証券保管振替機構に対する預託を行っている株券

については、名義書換手続は不要です。 

 なお、割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に

記載又は記録された株主の皆様は、当該新株予約権無償割当て

の効力発生日において、当然に新株予約権者となります。 

 



 

－  － 
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(b) 本新株予約権の行使の手続 

 当社は、割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿

に記載又は記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株

予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、

本新株予約権を行使する日等の必要事項、及び株主ご自身が本

新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条

項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるも

のとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を

送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様に

は、行使期間内に、これらの必要書類を提出していただいた上

で、原則として、本新株予約権１個当たり、金１円以上で時価

の50％相当額以下の範囲内において当社取締役会が新株予約権

無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込む

ことにより、本新株予約権１個につき、0.5株～１株の間で当

社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める数の当

社株式が発行されることになります。 

(c) 当社による本新株予約権取得の手続 

 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定を

した場合、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日の

到来日をもって、本新株予約権を取得します。また、本新株予

約権の取得と引き換えに当社株式を株主の皆様に交付するとき

は、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる

株主の皆様には、別途、ご自身が上記２．(4) (g) 項（ⅰ）乃

至（ⅵ）に該当する者でないこと等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式をご提出いた

だくことがあります。 

 上記のほか、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当

社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無

償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆

様に対して情報開示又は通知をいたしますので、当該内容をご

確認下さい。 

 

以 上 



 

－  － 
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別紙１ 

横河電機株式会社 新株予約権の要項 

 

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

(1) 新株予約権の内容及び数 

 下記２．記載の事項を含む内容の本新株予約権無償割当て決議

において当社取締役会が定める一定の日（以下「割当期日」とい

う。）における当社の 終の発行済株式総数（但し、同時点にお

いて当社の有する当社株式の数を控除する。）と同数の新株予約

権を割り当てる。 

 

(2) 割当対象株主 

 割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記

載又は記録された株主に対し、その有する株式（但し、同時点に

おいて当社の有する当社株式を除く。）１株につき新株予約権１

個の割合で、新株予約権を割り当てる。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

 本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。 

 

２．新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的である株式の数 

 新株予約権の目的である株式の数（以下「対象株式数」とい

う。）は、0.5株～１株の間で本新株予約権無償割当て決議にお

いて当社取締役会が定める数とする。 

 

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

１）新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その

価額は、行使価額（下記２）に定義される。）に対象株式数を

乗じた価額とする。 

２）新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当

たりの価額（以下「行使価額」という。）は金１円以上で時価

の50％相当額以下の範囲内において、当社取締役会が決定する

金額とする。「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前

日から遡って90日間（取引が成立しない日を除く。）の東京証



 

－  － 
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券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、

１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

(3) 新株予約権の行使期間 

 新株予約権の無償割当ての効力発生日（但し、当社取締役会が

これに代わる日を定めたときは当該日）を初日とし、１ヶ月間か

ら３ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において当

社取締役会が定める期間とする。但し、(7) 項の規定に基づき当

社による新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る新株

予約権については当該取得日の前日までとする。また、行使期間

の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業

日にあたるときは、その前営業日を 終日とする。 

 

(4) 新株予約権の行使の条件 

１）(ⅰ) 特定大量保有者、(ⅱ) 特定大量保有者の共同保有者、

(ⅲ) 特定大量買付者、(ⅳ) 特定大量買付者の特別関係者、若

しくは(ⅴ) 上記(ⅰ) 乃至(ⅳ) に該当する者から新株予約権

を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した

者、又は、(ⅵ) 上記(ⅰ) 乃至(ⅴ) に該当する者の関連者は、

新株予約権を行使することができない。 

 なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 

① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（証

券取引法第27条の23第１項に定義される。以下別段の定め

がない限り同じ。）の保有者（同法第27条の23第３項に基

づき保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等に係る

株券等保有割合（同法第27条の23第４項に定義される。）

が20％以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認

めた者を含む。） 

② 「共同保有者」とは、証券取引法第27条の23第５項に定義

される共同保有者を指し、同条第６項に基づき共同保有者

とみなされる者を含む（当社取締役会がこれらに該当する

と認めた者を含む。）。 

③ 「特定大量買付者」とは、公開買付け（証券取引法第27条

の２第６項に定義される。）によって当社が発行者である

株券等（証券取引法第27条の２第１項に定義される。以下



 

－  － 
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本③において同じ。）の買付け等（同法第27条の２第１項

に定義される。以下同じ。）を行う旨の公告を行った者で、

当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるも

のとして証券取引法施行令第７条第１項に定める場合を含

む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第27条の２第

８項に定義される。以下同じ。）がその者の特別関係者の

株券等所有割合とを合計して20％以上となる者をいう。 

④ 「特別関係者」とは、証券取引法第27条の２第７項に定義

される（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

む。）。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者

以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府

令第３条第２項で定める者を除く。 

⑤ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その

者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者とし

て当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動す

る者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、

他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している

場合」（会社法施行規則第３条に定義される。）をいう。 

２）上記１）にかかわらず、下記①乃至④の各号に該当する者は、

特定大量保有者又は特定大量買付者に該当しないものとする。 

① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則第８条第３項に定義される。）又は当社の

関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則第８条第５項に定義される。） 

② 当社を支配する意図がなく上記１）(ⅰ) の特定大量保有

者に該当することになった者である旨当社取締役会が認め

た者であって、かつ、上記１）(ⅰ) の特定大量保有者に

該当することになった後10日間（但し、当社取締役会はか

かる期間を延長することができる。）以内にその保有する

当社の株券等を処分することにより上記１）(ⅰ) の特定

大量保有者に該当しなくなった者 

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意

思によることなく、上記１）(ⅰ) の特定大量保有者に該

当することになった者である旨当社取締役会が認めた者

（但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに



 

－  － 
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取得した場合を除く。） 

④ その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業

価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認め

た者（上記１）(ⅰ) 乃至(ⅵ) に該当すると当社取締役会

が認めた者についても、当社の企業価値又は株主共同の利

益に反しないと当社取締役会が認めることができ、また、

一定の条件の下に当社の企業価値又は株主共同の利益に反

しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満た

されている場合に限る。） 

３）適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に

新株予約権を行使させるに際し、(ⅰ) 所定の手続の履行若し

くは(ⅱ) 所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提

出等を含む。）の充足、又は(ⅲ) その双方（以下「準拠法行

使手続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該

管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履

行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り新株予約

権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が

認めない場合には、新株予約権を行使することができない。な

お、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際

し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手

続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足

する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株

予約権の行使をさせることが当該管轄地域における法令上認め

られない場合（以下「準拠法行使禁止事由」という。）には、

当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することがで

きない。 

４）上記３）にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、

(ⅰ) 自らが米国1933年証券法ルール501(a) に定義する適格投

資家であることを表明、保証し、かつ(ⅱ) その保有する新株

予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転売は東京証券取

引所における普通取引（但し、事前の取決めに基づかず、かつ

事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行う

ことを誓約した場合に限り、当該新株予約権を行使することが

できる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が

当該新株予約権を行使するために当社が履行又は充足すること



 

－  － 
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が必要とされる米国1933年証券法レギュレーションＤ及び米国

州法に係る準拠法行使手続・条件を履行又は充足するものとす

る。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所

在する者が上記(ⅰ) 及び(ⅱ) を充足しても米国証券法上適法

に新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が

認める場合には、米国に所在する者は、新株予約権を行使する

ことができない。 

５）新株予約権者は、当社に対し、自らが上記１）記載の(ⅰ) 

乃至(ⅵ) のいずれにも該当せず、かつ、上記１）(ⅰ) 乃至

(ⅵ) に該当する者のために行使しようとしている者ではない

こと、及び新株予約権の行使条件を充足していること等の表

明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書

面並びに法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、

新株予約権を行使することができるものとする。 

６）新株予約権を有する者が本(4) 項の規定により、新株予約権

を行使することができない場合であっても、当社は、当該新株

予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切

負わないものとする。 

 

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金及び資本準備金 

 新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加

する資本金は、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。 

 

(6) 新株予約権の譲渡制限 

１）新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承

認を要する。 

２）新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者で

あって、上記(4) ３）及び４）の規定により新株予約権を行使

することができない者（上記(4) １）の規定により新株予約権

を行使することができない者を除く。）であるときは、当社取

締役会は、以下の事由等を勘案して上記１）の承認をするか否

かを決定する。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(81) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_05_os2横河電機様_招集_別紙_P.doc 

81

① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一

部の譲渡による取得に関し、譲渡人及び譲受人が作成し署

名又は記名捺印した差入書（下記②乃至④に関する表明・

保証条項、補償条項その他当社が定める誓約事項を含

む。）が提出されているか否か 

② 譲渡人及び譲受人が上記(4) １）の(ⅰ) 乃至(ⅵ) のいず

れにも該当しないことが明らかか否か 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該

管轄地域に所在する者のために譲受しようとしている者で

はないことが明らかか否か 

④ 譲受人が上記(4) １）の規定により新株予約権を行使する

ことができない者のために譲受しようとしている者でない

ことが明らかか否か 

 

(7) 当社による新株予約権の取得 

１）当社は、行使期間開始日前日までの間いつにても、当社が新

株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める

場合には、当社取締役会が定める日の到来日をもって、全ての

新株予約権を無償で取得することができる。 

２）当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記

(4) １）の規定により新株予約権を行使することができない者

以外の者が有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日

の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新

株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することがで

きる。 

 また、かかる取得がなされた日より後に、上記(4) １）の規

定により新株予約権を行使することができない者以外の者が現

れたと当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた

日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者

の有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日の前日ま

でに未行使のものがあれば、これを全て取得し、これと引換え

に、新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付するこ

とができるものとし、その後も同様とする。なお、対象株式数

が１株未満となる場合には、これを一括売却し、その処分代金

を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。 



 

－  － 
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(8) 合併、会社分割、株式交換、及び株式移転の場合の新株予約権

の交付及びその条件 

 本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

 

(9) 新株予約権証券の発行 

 新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

 

(10) 法令の改正等による修正 

 上記で引用する法令の規定は、平成19年４月11日現在施行され

ているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記

各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた

場合には、当社取締役会において、当該新設又は改廃の趣旨を考

慮の上、上記各項に定める条項又は用語の意義等を適宜合理的な

範囲内で読み替えることができるものとする。 

 

以 上 

 



 

－  － 
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別紙２ 

 

独立委員会規則の概要 

 

１．独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

 

２．独立委員会の委員は、３名以上７名以内とする。 

 

３．独立委員会の委員は、当社社外取締役若しくは当社社外監査役又

は社外の有識者の中から当社取締役会が選任する。 

 

４．社外の有識者は、実績のある会社経営者、投資銀行業務に精通す

る者、弁護士、公認会計士若しくは経営学、会社法等を主たる研

究対象とする者又はこれらに準ずる者でなければならない。 

 

５．社外の有識者は、その職務に関し、別途当社取締役会が指定する

善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなけ

ればならない。 

 

６．独立委員会の委員の任期は、平成21年３月期に関する定時株主総

会終結のときまでとする。 

 

７．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、そ

の決定内容を、その理由を付して当社取締役会に勧告する。当社

取締役会は、この独立委員会の勧告を 大限尊重して、新株予約

権無償割当ての実施又は不実施に関する会社法上の機関としての

決議を行う。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こ

の決定に当たっては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当

社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 



 

－  － 
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③ 本プランの廃止又は変更（但し、変更については、会社法、証

券取引法（金融商品取引法）その他の法令若しくは証券取引所

規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例

等の変更により合理的に必要と認められる範囲に限る。） 

④ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が

独立委員会に諮問した事項 

上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載さ

れる事項を行う。 

① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 

② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及び

その回答期限の決定 

③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

④ 独立委員会検討期間の延長 

⑤ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定め

られた事項 

⑥ 当社取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定

めた事項 

 

８．当社は、買付者等に対し、当社取締役会が友好的買付けであると

認めた場合を除き、当社の定める書式による買付説明書及び本必

要情報に関する質問書を、速やかに送付する。買付者等は、買付

等の実行に先立ち、原則として、買付説明書及び本必要情報を、

買付者等が当社からのこれらの送付資料を受領した日から起算し

て、10営業日以内に当社取締役会宛てに提出する。なお、当社取

締役会は買付説明書及び本必要情報を受領後速やかに独立委員会

に送付する。独立委員会は、提出された買付説明書及び本必要情

報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者

等に対し、追加的に情報を提出するよう求める。また、独立委員

会は、買付者等から買付説明書、本必要情報及び独立委員会から

追加提出を求められた情報が提出された場合、当社取締役会に対

しても、所定の期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見

及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適

宜必要と認める情報を提示するよう要求できる。 

 



 

－  － 
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９．独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査

役、従業員その他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、

独立委員会が求める事項に関する説明を求めることができる。 

 

10．独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他

の専門家を含む。）の助言を得ることができる。 

 

11．各独立委員会の委員又は取締役会は、買付等がなされた場合その

他合理的に必要と認められる場合には、いつでも独立委員会を招

集することができる。 

 

12．独立委員会の決議は、独立委員会の委員の過半数が出席し、その

議決権の過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 

 



 

－  － 
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別紙３ 

 

独立委員会委員の氏名及び略歴 

 

 本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の５名を予定しており

ます。 

 

１．内藤 正久（ないとう まさひさ）（昭和13年２月20日生） 

 財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長 

 

［略歴］ 

昭和36年４月 通商産業省入省 

平成３年６月 同省 大臣官房長 

平成５年６月 同省 産業政策局長 

平成10年４月 伊藤忠商事（株）代表取締役副社長 

平成12年１月 米国デュポン社 社外取締役 ＜現在に至る＞ 

平成12年４月 伊藤忠商事（株）取締役副会長 

平成15年６月 （財）日本エネルギー経済研究所 理事長 

＜現在に至る＞ 

横河電機（株）社外取締役 ＜現在に至る＞ 

平成18年６月 日本工営（株）社外取締役 ＜現在に至る＞ 

エスペック（株）社外取締役 ＜現在に至る＞ 

 

 内藤正久氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定される

社外取締役候補者の要件を満たす社外取締役であり、本定時株主総

会で再任後、就任する予定です。なお、同氏と当社との間に特別の

利害関係はありません。 

 



 

－  － 
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２．引馬 滋（ひくま しげる）（昭和21年11月６日生） 

 有限責任中間法人ＣＲＤ協会 代表理事 

 

［略歴］ 

昭和45年４月 日本銀行入行 

平成９年９月 同行 経営管理局長 

平成10年５月 同行 理事 

平成12年５月 同行退行 

平成13年５月 中小企業信用リスク情報データベース運営協議会

（現 有限責任中間法人ＣＲＤ協会）代表理事 

＜現在に至る＞ 

平成16年６月 横河電機（株）社外監査役 ＜現在に至る＞ 

 

 引馬 滋氏は、会社法第２条第16号に規定される社外監査役です。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

３．棚橋 康郎（たなはし やすろう）（昭和16年１月４日生） 

 新日鉄ソリューションズ株式会社 代表取締役会長 

 

［略歴］ 

昭和38年４月 富士製鐵（株）（現 新日本製鐵（株））入社 

平成７年６月 新日本製鐵（株）取締役 

平成９年４月 同社 常務取締役 

平成12年４月 新日鉄情報通信システム（株） 

（現 新日鉄ソリューションズ（株）） 

代表取締役社長 

平成15年４月 同社 代表取締役会長 ＜現在に至る＞ 

平成16年６月 (株)インターネットイニシアティブ 社外取締役 

＜現在に至る＞ 

平成17年６月 (株）村田製作所 社外取締役 

＜現在に至る＞ 

 

 棚橋康郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定される

社外取締役候補者であり、本定時株主総会で選任され、就任する予

定です。なお、平成19年３月期における当社総売上高に占める新日



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(88) ／ 2007/05/25 21:35 (2007/05/25 21:35) ／ wk_06354308_05_os2横河電機様_招集_別紙_P.doc 

88

鉄ソリューションズ（株）向けの売上高の比率は0.005％以下であ

ります。また、当社は新日鉄ソリューションズ（株）からの購入実

績はありません。従って、当社及び新日鉄ソリューションズ（株）

のそれぞれに与える影響は極めて軽微であり、独立したご判断を頂

くのに支障がないものと判断しております。 

 

４．若杉 敬明（わかすぎ たかあき）（昭和18年３月11日生） 

 東京経済大学経営学部 教授 

 

［略歴］ 

昭和47年１月 横浜市立大学商学部 助教授 

昭和49年４月 東北大学経済学部 助教授 

昭和60年６月 東京大学経済学部 教授 

平成15年４月 日本コーポレート・ガバナンス研究所 理事長・

所長 ＜現在に至る＞ 

平成16年４月 東京経済大学経営学部 教授 ＜現在に至る＞ 

平成16年６月 東京大学 名誉教授 ＜現在に至る＞ 

平成17年６月 （株）リコー 社外取締役 ＜現在に至る＞ 

平成18年６月 ジェイ エフ イー ホールディングス（株） 

社外監査役 ＜現在に至る＞ 

 

 若杉敬明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 



 

－  － 
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５．中村 直人（なかむら なおと）（昭和35年１月25日生） 

 中村・角田・松本法律事務所パートナー 

 

［略歴］ 

昭和57年10月 司法試験合格 

昭和60年４月 司法研修所卒業 

第二東京弁護士会登録 

昭和60年４月 森綜合法律事務所所属 

平成10年４月 日比谷パーク法律事務所開設、パートナー 

平成15年２月 中村直人法律事務所（現中村・角田・松本法律事

務所）開設、パートナー ＜現在に至る＞ 

平成15年３月 アサヒビール（株）社外監査役 ＜現在に至る＞ 

平成16年６月 エーザイ（株）社外取締役 ＜現在に至る＞ 

平成18年６月 三井物産（株）社外監査役 ＜現在に至る＞ 

 

 中村直人氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

以 上 

 



 

－  － 
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インターネット等による議決権行使のご案内 
 
Ⅰ．インターネットによる議決権行使について 

１ インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項 
議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使
していただきますよう、お願い申し上げます。 

1）インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記 
ＵＲＬをご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、
インターネットにより、議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行
使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。 

2）今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効
です。次の総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いた
します。 

3）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネッ
トの行使を有効な行使としてお取扱いいたします。 

4）インターネットで複数回数議決権行使をされた場合は、 後の議決権行使を有効
な行使としてお取扱いいたします。 

5）インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主様
のご負担となります。 

 
２ インターネットによる議決権行使の具体的方法 

1）http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/にアクセスし
てください。 
行使期間中の午前３時～午前５時は上記ＵＲＬにアクセスすることができませ
ん。 

2）議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してくだ
さい。議決権行使コードおよびパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用
紙右上に記載しております。 

3）画面の案内にしたがい、議決権を行使してください。 
 
３ ご利用環境 

◎パソコン   Windows®機種、Macintosh機種 
（携帯電話、ＰＤＡ、ゲーム機には対応しておりません。） 

◎ブラウザ   Microsoft® Internet Explorer5.5以上、Netscape Communicator4.7以
上 

◎インターネット環境 プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境 
◎画面解像度  1024×768以上をご推奨いたします。 

＊Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
おける登録商標または商標です。 

＊Macintoshは、AppleInc.の商標です。 
＊Netscape は 米 国 お よ び そ の 他 の 国 に お け る Netscape Communications 
Corporation社の登録商標です。 
Netscape Communicatorもまた、Netscape Communications Corporation社の商標
であり、一部の国では登録商標となっている場合があります。 

 
４ セキュリティーについて 

行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用してお
りますので、安心してご利用いただけます。 
また議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本
人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社よ
り株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。 



 

－  － 
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５ お問い合わせ先について 
1）議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先 

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル 
電話 0120-768-524(フリーダイヤル) 
(受付時間 ９：00～21：00 土日休日を除く) 

2）上記１）以外の住所変更等に関するお問い合わせ先 
みずほ信託銀行 証券代行部 
電話 0120-288-324(フリーダイヤル) 
(受付時間 ９：00～17：00 土日休日を除く) 
 

Ⅱ．議決権電子行使プラットフォームについて 
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、（株）
東京証券取引所等により設立された合弁会社株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行
使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電
磁的方法による議決権行使の方法として、上記Ⅰのインターネットによる議決権行使
以外に、当該プラットフォームをご利用頂くことができます。 

 
以 上 
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